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説

目

次

は
じ
め
に

論

両
法
の
分
別
(
以
上
前
号
)

一
つ
の
具
体
例
|
|
契
約
関
係

補
論

ポ
テ
ィ
エ
の
「
良
心
の
法
廷
」
と
「
外
面
の
法
廷
L

お
わ
り
に

一一、

一
つ
の
具
体
例
|
|
契
約
関
係

ド
マ
に
よ
れ
ば
、
合
酌

)(gロ
5
E
Eロ
)
に
は
四
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
当
事
者
が
相
互
に
与
え
あ
う
も
の
、
両
当
事
者
が
相
互
に

為
す
も
の
、
一
方
が
与
え
他
方
が
為
す
も
の
、
お
よ
び
、
一
方
の
み
が
与
え
な
い
し
為
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
三
者
の
合
意
に
お

い
て
は
、
一
方
当
事
者
の
債
務
関
係

(g官
官
5
2
C
は
、
他
方
当
事
者
の
債
務
関
係
の
基
礎
(
向
。
ロ
母

E
g乙
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
の

み
が
債
務
(
。
豆
町
m
t
oロ
)
を
負
う
よ
う
に
見
え
る
、
金
銭
消
費
貸
借
の
よ
う
な
合
意
で
も
、
借
主
の
債
務
に
は
貸
主
の
先
給
付
が
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
方
の
み
に
債
務
が
生
ず
る
合
意
で
も
、
こ
の
債
務
の
コ

l
ズ

(
2
5巾
)
は
相
手
方
に
あ
り
、
こ
れ
が
な
け

れ
ば
債
務
は
無
効
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
贈
与
な
ど
の
一
方
の
み
が
与
え
、
為
す
合
意
を
除
け
ば
、
合
意
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、

給
付
な
い
し
債
務
関
係
の
「
対
価
関
係

(
2
E
g
-
2
2
)」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
手
方
を
考
慮
し
た
上
で
、
合
意
し
た
者
の
義
務

l

債
務
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

贈
与
な
ど
の
、

一
方
の
み
が
与
え
あ
る
い
は
為
す
合
意
に
お
い
て
は
、
給
付
す
る
者
の
債
務
負
担
の
基
礎
は
、
贈
与
者
の
も
っ
と
も
で
正
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ジャン・ド?の loisde la religionとloisde la police (2・完)

に
報
い
る
た
め
と
か
、
慈
善
の
喜

{
民
)

び
(
匂
宮
町
門
司
門
山
内

E
円円。含一

E
S
)
等
で
あ
る
。
こ
の
動
機
は
、
受
贈
者
の
側
の
コ

1
ズ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
生
前
贈
与
が

(
白
川
)

訴
求
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
贈
与
証
書
の
登
録

(
-
E
E
E一
己
。
ロ
)
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
表
示
さ
れ
た
コ

l
ズ
l
動

(
幻
)

機
が
真
実
で
な
い
と
し
て
も
贈
与
は
無
効
と
な
ら
な
い
。
な
お
、
コ

l
ズ
の
表
示
そ
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ド
マ
は
明
示
的
に

述
べ
て
い
な
い
。

当
な
動
機

(
5
0
E
E
U。
E
E
0
2
吉田件。)、

た
と
え
ば
、
受
贈
者
が
行
っ
た
奉
仕
(
凹

q
i
B
Zロ
門
吉
)

双
務
契
約
の
履
行
に
つ
い
て
も
、
両
債
務
の
「
均
り
合
い
L

が
問
題
に
な
る
。
一
方
の
債
務
の
基
礎
が
他
方
の
債
務
で
あ
る
合
意
の
第
一

の
効
果
は
、
各
契
約
当
事
者
が
相
手
方
に
そ
の
債
務
を
履
行
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
合
意
に
よ
り
相
互
に
負
う
債

務
に
応
じ
て
、
自
己
の
側
か
ら
自
己
の
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
勾
。
合
意
に
よ
り
同
時
履
行
が
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
で
、
目
的
物
の
引
渡
と
代
金
の
支
払
が
同
時
に
履
行
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
句
に
は
、
自
己

の
履
行
を
し
な
け
れ
ば
、
相
手
方
を
強
制
で
き
な
司
。

偶
発
事
故

(
n
S
F
E
X
)
に
よ
る
損
失
は
、
所
有
者
が
負
担
す
る
時
、
合
意
の
結
果
、
同
じ
も
の
が
事
変
に
よ
り
利
益
に
な
っ
た
り
、

損
失
に
な
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
利
益
を
受
け
る
者
が
損
失
を
も
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
締
結
後
は
、
買
主
が
目

的
物
を
よ
り
よ
き
も
の
に
す
る
事
変
か
ら
利
益
を
受
け
る
の
だ
か
ら
、
よ
り
悪
い
も
の
に
す
る
事
変
か
ら
生
ず
る
損
失
も
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
吋
。
た
だ
し
、
損
失
の
責
が
売
主
に
あ
る
、
た
と
え
ば
目
的
物
の
引
渡
を
遅
滞
し
て
い
た
場
合
に
は
、
売
主
が
損
失
を
負
担
す
列
。

契
約
当
事
者
の
一
方
の
側
か
ら
合
意
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
、
解
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
不
履
行
の
理
由
が
、
履
行
し
な
い
者

が
履
行
で
き
な
い
か
ら
で
も
、
履
行
す
る
意
思
が
な
い
か
ら
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
く
、
ま
た
、
解
除
条
項
が
合
意
に
含
ま
れ
て
い
な
い
場

合
で
も
、
こ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
合
意
を
解
除
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
裁
判
所
は
、
状
況

に
応
じ
て
、
即
座
に
解
除
を
認
め
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
猶
予
を
債
務
者
に
認
め
た
り
す
待
。
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説

以
上
、
ご
く
簡
単
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
契
約
に
関
す
る
ド
マ
の
国
法

(
Z
2
巳
丘
町
田
)
論
は
、
忘
恩
に
よ
る
贈
与
の
撤
回
も
含
め
れ
ば
、

契
約
相
手
の
態
度
と
は
無
関
係
に
一
方
的
に
義
務
を
負
う
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
自
己
の
利
害
を
第
一
と
し
て
行
動
す
る
人
間
た
ち
の
相
互

的
関
係
を
問
題
に
す
る
。
い
さ
さ
か
象
徴
的
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
契
約
法
論
か
ら
見
た
国
法
は
、
第
二
の
法
原
理
の
精
神
に
貫
か
れ
た
、

隣
人
愛
の
法
で
は
な
く
、
自
愛
の
法
で
あ
る
。
国
法
、
し
た
が
っ
て
そ
の
上
位
概
念
で
あ
る
国
制
の
法

(
F
2
r
g
℃。ロ

2)
は
、
自
己

の
利
害
打
算
を
第
一
に
す
る
人
間
た
ち
の
外
面
的
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
隣
人
愛
の
精
神
に
貫
か
れ
た
宗
教
の

5命

法
(
-
。
町
内
田
巾
宮
司
色
町

m
Eロ)
と
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

補
呈ム
日間

寸
良
心
の
法
廷
」
と

「
外
面
の
法
廷
」

ポ
テ
ィ
エ
のポ

テ
イ
エ
の
「
良
心
の
法
廷

2
2
門
同
士
山

g
g
a
g
s
)」
な
い
し
「
内
面
の
法
廷

2
2
E吊
ユ

2
円
)
」
と
、

「
外
面
の
法
廷

2
2
0民
俗
立
命
日
)
し
と
の
区
別
が
言
及
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
合
意
、
契
約
の
成
立

問
題
を
中
心
に
し
て
、
両
法
廷
の
分
別
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

付
詐
欺
に
つ
い
て
内
面
の
法
廷
で
は
、
信
義
(
ぎ
ロ

5
2む
を
守
る
こ
と
が
最
高
度
に
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
外
面
の
法
廷
で
は

か
か
る
厳
格
な
信
義
は
要
求
さ
れ
な
い
。

最
近
い
く
つ
か
の
論
稿
で
、

(ニ)

損
害

(-rzロ
)
に
つ
い
て
内
面
の
法
廷
で
は
正
当
価
格

G
g芯
耳
目
凶
)
に
よ
る
売
買
が
要
求
さ
れ
る
が
、
外
面
の
法
廷
で
は
、
正

当
価
格
の
半
分
を
超
え
る
莫
大
損
害
(
}
似
回
目
g
E
2
5
0
)
の
場
合
に
の
み
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
二
つ
の
法
制
度
で
は
、
内
面
の
法
廷
の
義
務
と
外
面
の
法
廷
の
義
務
に
は
程
度
の
差
が
あ
り
、
こ
の
程
度
の
差
の
根
拠
は
、
取
引

の
安
全
、

つ
ま
り
人
間
の
相
互
関
係
の
安
定
で
あ
る
。

北法38(4・44)628



同

合
意
に
よ
る
す
べ
て
の
債
務
関
係

(g盟
関
冊
目

g
C
に
は
、
ま
っ
と
う
な
コ

1
ズ

れ
ば
な
ら
な
い
。
相
方
的
な
契
約

(
gロ同
E
Zロ広
g
g
m
)
で
は
、
契
約
の
一
方
当
事
者
の
債
務
関
係
の
コ

l
ズ
は
、
相
手
方
が
彼
に
与
え
る

も
の
、
与
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
相
手
方
が
負
担
す
る
危
険
で
あ
る
。
慈
善
契
約

(
g
E
E円
号

E
S
F
{
E
R
O
)

で
は
、
一
方
当
事
者
の
寛
厚

(-5mg犀
m)
の
意
思
、
い
わ
ゆ
る
寛
厚
の
意
図

(
E
Z口氏
OD--Ezr)
が
コ

l
ズ
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

コ
l
ズ
に
つ
い
て

(
2
5。
v
oロ
ロ
位
。
)
が
な
け

ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police (2・完)

贈
与
契
約
で
は
、
受
贈
者
の
承
諾

(
R
2主
主
。
ロ
)
に
は
一
定
の
方
式
|
|
贈
与
証
書
官
。
Z
母
号
ロ
色
。
ロ
)
と
そ
の
登
録
(
吉
田
吉
己
主
。
ロ
)

ー
ー
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
純
粋
な
自
然
法
(
吉
『
門
町
三
片
岡
高

E
E
)
上
は
と
も
か
く
、
国
法
(
母
。
芹
丘
三
]
)
上
は
贈
与

(
花
)

契
約
に
効
力
が
な
い
。
し
か
し
、
受
贈
者
が
行
っ
た
特
定
の
奉
仕
(
印

q
i
B
B
E
C
)
に
報
い
る
た
め
の
贈
与
|
|
い
わ
ゆ
る
報
酬
の
た

め
の
贈
与
(
仏

O
B巴
0
2
5
5
2
E
2
E
l
-
-
の
場
合
、
こ
の
奉
仕
が
、
金
銭
に
評
価
で
き
る
利
益
(
宮
母
営
者
買

mnszo
帥
耳
目
同

門F
G
g同
)
を
も
ち
、
し
か
も
、
贈
与
と
等
価
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
行
為
は
も
は
や
贈
与
と
性
質
決
定
す
る
(
D
Z
弘
氏
ぽ
『
)
こ
と
は
で
き

ず
、
し
た
が
っ
て
、
証
書
が
登
録
さ
れ
な
く
と
も
、
国
法
上
も
有
効
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
相
手
方
の
為
す
行
為
に
対
し
て
債
務
を

負
う
合
意
|
|
号
三
宮
巳
自
な
い
し

F
n
E
E
E
n
-
g
l
l
s
に
お
い
て
相
手
方
の
為
す
奉
仕
が
金
銭
に
評
価
で
き
る
も
の
で
、
し
か
も

そ
の
価
額
が
債
務
の
目
的
物
の
価
額
と
均
り
合
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
行
為
は
相
方
的
な
契
約
と
性
質
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

相
手
方
の
与
え
る
行
為
に
対
し
て
債
務
を
負
う
合
意
で
は
、
相
手
方
の
与
え
る
目
的
物
は
、
通
常
金
銭
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

相
手
方
が
危
険
を
負
担
す
る
の
に
対
し
債
務
を
負
う
場
合
に
も
、
こ
の
負
担
は
金
銭
に
評
価
で
き
る
利
益
で
あ
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
相

方
的
な
契
約
の
コ

l
ズ
は
、
金
銭
に
評
価
で
き
る
利
益
と
い
う
こ
と
が
で
き
抗
)
。
し
た
が
っ
て
、
合
意
が
国
法
上
効
力
を
も
つ
の
は
、
金
銭

に
評
価
で
き
る
利
益
を
コ

l
ズ
と
し
て
も
つ
場
合
、
な
い
し
、
特
別
の
方
式
を
備
え
た
場
合
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
合
意
は

単
に
純
粋
自
然
主
め
効
力
を
も
つ
に
す
ぎ
な
持
。
次
の
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
け
る
金
銭
に
評
価
で
き
為
著
書
を

考
慮
し
、
ま
た
、
雲
市
粋
な
自
然
法
上
の
対
み
外
面
の
法
廷
と
内
面
」
法
廷
と
の
対
比
と
重
な

λ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
寸
前
)
、

北法38(4・45)629



説

相
方
的
な
契
約
の
コ

l
ズ
な
い
し
方
式
を
備
え
た
合
意
だ
け
が
外
面
の
法
廷
に
お
い
て
も
効
力
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
第
三
者
の
た
め
に
す
る
約
定
外
面
の
法
廷
で
は
、
過
怠
約
款
が
付
さ
れ
な
い
限
り
、
要
約
者
は
、
諾
約
者
が
こ
の
約
定
を
履
行
す
る

こ
と
に
つ
き
、
金
銭
に
評
価
で
き
る
利
益
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
約
定
は
効
力
が
な
い
。
し
か
し
、
内
面
の
法
廷
で
は
拘
束
す

ヲ
念
。

論

国

無
能
力
に
つ
い
て
未
成
年
者
が
後
見
人
の
承
認

S
E
R
-芯
)
な
し
に
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
彼
が
理
性
を
行
使
で
き
る
ほ
ど
に
十

分
に
成
熟
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
契
約
に
単
純
な
損
害
(
包
自
立

z
r
zロ
)
が
あ
れ
ば
、
外
面
の
法
廷
で
は
こ
の
契
約
の
取
消
し
が
可

能
で
あ
る
が
、
内
面
の
法
廷
で
は
、
受
領
し
た
金
銭
を
た
と
え
浪
費
し
た
と
し
て
も
返
還
す
る
義
務
を
負
河
。
無
能
力
者
た
る
妻
に
つ
い
て

も
ほ
ぼ
同
様
。
内
面
の
法
廷
で
は
、
国
法
に
よ
る
年
齢
の
定
め
と
は
無
関
係
に
、
理
性
を
行
使
で
き
る
者
が
契
約
を
締
結
す
れ
ば
そ
こ
か
ら

自
然
債
務
が
生
ず
る
。

宣
誓
に
つ
い
て

同
宣
誓
は
、
外
面
の
法
廷
で
は
ほ
と
ん
ど
全
く
効
果
を
も
た
な
い
。
債
務
に
宣
誓
が
付
さ
れ
た
場
合
、
宣
誓
の
効
力
は
、

債
務
の
効
力
に
完
全
に
依
存
す
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
良
心
の
法
廷
で
は
、
神
に
対
す
る
義
務
と
の
関
係
で
、
微
妙
な
問
題
が
生
じ
て
来
旬
。

以
上
、
契
約
の
成
立
過
程
に
関
す
る
ポ
テ
ィ
エ
の
説
明
に
お
い
て
、
内
面
の
法
廷
と
外
面
の
法
廷
の
分
別
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

か
を
具
体
的
に
見
て
き
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
分
別
が
彼
の
説
明
全
体
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
、

判
の
世
界
と
道
徳
の
混
同
で
は
な
く
、
そ
の
峻
別
の
営
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
裁

お
わ
り
に

近
世
自
然
法
論
に
お
い
て
法
と
道
徳
の
混
同
を
見
る
ヴ
ィ
レ
イ
の
見
解
は
、
以
上
か
ら
、
法
と
道
徳
の
定
義
の
仕
方
の
問
題
を
別
に
す
れ

北法38(4・46)630
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ば
、
少
な
く
と
も
ド
マ
と
ポ
テ
ィ
エ
に
つ
い
て
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
こ
れ
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
二
つ
あ
り
、

つ
は
、
内
面
の
法
廷
と
自
然
法
の
関
連
性
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
内
面
の
法
廷
、
し
た
が
っ
て
、
神
に
対
す
る
義
務
か
ら
、
さ
し

あ
た
り
切
り
離
さ
れ
た
自
然
法
の
問
題
で
あ
る
。
ド
マ
に
も
、
こ
の
意
味
の
自
然
法
|
|
国
制
の
法
に
お
け
る
自
然
法
1
|
は
見
出
さ
れ

た
が
、
こ
れ
は
結
局
、
科
学
学
派
は
も
ち
ろ
ん
、
中
世
の
学
識
法
2
5
-
z
m
〈
釦
ロ
片
品
。

-Sユ
g
m
R
Z
)
と
し
て
の
普
通
法
(
E
m
g
s
s
z
ロ
巾
)
、

そ
し
て
サ
ヴ
イ
ニ

l
や
エ

i
ル
リ
ッ
ヒ
の
法
曹
法
(
』
5
2
Z
号
R
Z
)
に
連
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
学
問
的
に
見
て
正
し
い
、
真
で
あ

る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
妥
当
す
る
法
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
学
説
史
的
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
日
)
「
こ
の
合
意
と
い
う
語
は
、
一
般
的
名
辞
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
契
約
、
条
約
、
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
約
定
を
含
む
も
の
で
あ
る
J
p
g

g
u
n
-
i
-
2
旨
B
F
R
O
E
叶
巾
口
白
宮
司
巾
f
H
V
同
ユ
-
H
F
Z
-
H
-
d
己
-
r
n
F
H
・
白
ユ
-
H
|
|
以
下
、
同
ν
-
H
-
F
-
H
・
、
H
J
H
・
ω
-
H
・
白
-
H
と
略
す
)
「
合
意

と
は
、
二
人
な
い
し
複
数
人
の
主
体
が
、
彼
ら
の
聞
に
債
務
関
係
(
g官
官
g
g
C
を
生
成
さ
せ
、
あ
る
い
は
既
存
の
債
務
関
係
を
消
滅
な
い
し

変
更
さ
せ
る
た
め
に
行
う
同
意
(
8
5
2芯
5
8
C
で
あ
る
。
」
(
-
R
-
n
F
白
い
)

中
世
ロ
!
マ
法
学
で
は
、
「
合
意
」
の
一
般
概
念
と
し
て
は
、
同
】
白
n
E
S
の
語
を
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
ド
マ
は
、

0
・
N
・
Z
-
r
ω

に
従
っ
て
、
n
c
ロ
4
2巴
C

を
一
般
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。

(
臼
)
前
三
者
は
、
ド
マ
自
身
が
注
で
引
い
て
い
る
よ
う
に
、
U
・

S
・
日
・
印
で
パ
ウ
ル
ス
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
無
名
契
約
の
四
類
型
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
余
が
与
え
、
汝
が
与
え
る
(
号
三
号
凹
)
」
、
「
余
が
与
え
、
汝
が
為
す
(
仏
C

E
仲
間
白
色
白
血
)
」
、
「
余
が
為
し
、

汝
が
与
え
る
Q
R
Z
E
骨
凹
)
」
、
「
余
が
為
し
、
汝
が
為
す
(
同
R
Z
5
2
巳
回
目
ご
と
い
う
合
意
の
四
類
型
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
、
第

二
と
第
三
が
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
て
、
全
体
で
三
類
型
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
合
意
を
説
明
す
る
際
に
、
ロ
ー
マ
法
文
は
、
ま
ず
有
名
契
約

か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
し
(
た
と
え
ば
、

0
・
N
-
H
品
・
吋
)
、
ま
た
、
中
世
ロ

l
マ
法
学
も
、
ま
ず
、
訴
求
可
能
な
E
h
z
g
g
∞E
Z
5
、
と
り

わ
り
有
名
契
約
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
マ
が
、
ま
ず
、
無
名
契
約
の
類
型
を
抽
象
的
に
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

契
約
法
の
体
系
的
叙
述
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
法
文
、
あ
る
い
は
、
中
世

ロ
1
マ
法
学
が
訴
権
の
体
系
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ド
マ
が
社
会
的
に
存
す
る
行
為
の
体
系
と
し
て
契
約
を
描
き
出
そ
う
と
し

北法38(4・47)631 



説論

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
ド
マ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
印
可
ロ
巳
g
m
B
白
や
ト
マ
ス
の
8
5
5
5
白
色
。
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ

る
、
g
m
白
m
m
B
巾
阿
見
を
体
系
全
体
の
要
と
し
た
こ
と
と
無
縁
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
、
ド
マ
へ
の
コ
ナ
ン
の
影
響
を
想

定
す
る
、
国
(
U
〉
E
、
吋
〉
Z
、
H
J
宮
内
門
田
ロ
♀
-
E
-
ロ
。
コ
は
評
価
で
き
る
。
な
お
、
本
稿
付
本
誌
三
八
巻
三
号
四
三
五
頁
注

(H)
参
照
。

(
臼
)
何
回
-
F
-
r
吋
-
H
・
ω
-
H
・
白
・
日
・
合
意
と
コ
l
ズ
を
め
ぐ
る
理
論
は
、
な
に
よ
り
も
、
中
世
学
識
法
の
成
果
で
あ
る
。
〉
・
ω
O
F
-
-
z
巴
P
E
巾
n
E
E

仲間困問。ロ

ew広
。
ロ
巾
ロ
・
ロ
ロ
門
同
〈
巾
吋
門
司
国
間
町
田
司
巾
円
宮
内
回
g
z
p
g
z
-
芯
吋
凶
σ
巾
山
内
片
岡
凶
の
-
。
回
日
目
件
。
吋
m
p
-
問
。
5
5
巾
ロ
g
g
吋
巾
ロ
ロ
ロ
仏
関
白
ロ
。
ロ
即
日
S
F
N
m
の
m
p

切
円
三
吋

(
E
a
o
)
噂
℃
-
H
∞N
a
∞
・
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
g
c
g
の
問
題
は
、
。
・
N
・
Z
・
叶
-
N
|
印
(
有
名
契
約
に
入
ら
な
い
合
意
で
は
、
g
c
g
が
基
礎

に
な
け
れ
ば
o
E
官
民
。
は
生
じ
な
い
l
|
E
E
B
E
n
Z
B
)
、
ロ
-
A
品
・
品
-
N
ω
(
n
g
g
な
し
に
問
答
契
約
が
結
ぼ
れ
た
場
合
、
な
い
し
g
E
白

が
後
に
続
か
な
か
っ
た
g
ロ
8
2
g
場
合
に
債
務
者
は
債
権
者
に
悪
意
の
抗
弁
を
対
抗
で
き
る
て
の
・
品
・
印
・
ω
(
債
務
が
な
い
の
に
問
答
契
約
証

書
g
E
Z
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
証
書
上
の
債
務
者
は
原
告
と
し
て
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
返
還
訴
権
、
被
告
と
し
て
懇
意
の
抗
弁
を
も

っ
て
U
-
N
N
・
ω
・
自
・
品
(
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
に
お
い
て
2
5
Z
に
g
c
g
の
記
載
が
な
い
-
E
-
2
5
g
場
合
に
は
、
原
告
が

g
g
白
の
存
在
に
つ
い
て
証
明
責
任
を
負
い
、
2
5
由
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
被
告
が
S
5
白
の
不
存
在
に
つ
い
て
証
明
責
任
を
負
い
、
し

か
も
証
拠
方
法
が
文
書
に
限
定
さ
れ
る
て
の
・
品
・

8
・
E
(
金
銭
不
払
[
不
貸
与
]
の
争
い
A
5
2
口
白
口
。
ロ
ロ
ロ
B
R
白
昨
日
宮
E
E
2
な
い
し
抗

弁
に
お
け
る
、
右
と
同
様
の
証
明
責
任
の
分
配
)
と
い
っ
た
諸
法
文
の
調
和
の
作
業
(
出
向
B
O
ロ
互
角
ロ
ロ
肉
)
の
産
物
で
あ
る
。
詳
細
は
、
ゼ
ル
ナ
ー

の
右
論
文
に
譲
る
と
し
て
、
注
釈
学
派
か
ら
、
オ
ル
レ
ア
ン
大
学
の
レ
ヴ
ィ
ニ
ー
ら
を
経
て
、
注
解
学
派
で
完
成
し
た
g
c
g
論
の
姿
を
パ
ル
ド
ゥ

ス
に
見
る
と
、
大
略
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
合
意
の
効
力
に
影
響
を
与
え
る
の
は
、
不
当
利
得
返
還
請
求
に
お
け
る
と
同
じ
円
吉
田
白
、
つ
ま
り
g
g
担
問
宮
田
口
印
で
あ
る
|
|
た
と
え

ば
、
反
対
給
付
(
円
。
ロ
a
k
片
山
。
g
g
白
色
白
S
E
E
凹
回
口
O
ロ
印
再
三
と
あ
る
い
は
既
存
の
債
務
(
g
E
-
2
Z
E
母
σ
E
)
な
ど
。
現
代
の
用
語
法
を

用
い
れ
ば
「
動
機
」
と
い
え
る
円
白
ロ
回
目
E
6
三
位
〈
白
は
影
響
を
与
え
な
い
(
O
匂
-
n
p
-
u
・
お
山
包
伊
)
。

ω
問
答
契
約
、
し
た
が
っ
て
そ
の
証
書
g
三
吉
に
S
5
同
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
贈
与
を
推
定
で
き
る
と
す
る
が
、

パ
ル
ド
ゥ
ス
は
こ
れ
に
反
対
で
、
2
5
白
の
記
載
を
要
求
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
2
5
同
は
g
g
田
町
一
口
丘
町
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
2
5曲

目
日
吉
-
z
-
g
E
し
た
が
っ
て
、
「
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
説
得
力
の
あ
る
(
g
ロ
g
m
m
ロ
Z
E
匂
叩
吋
印
己
主
巾
E
)
」
2
5
同
で
あ
れ
ば
よ
い
(
。
℃
-

n一昨JU-Nω]{巾丹叩・)。

ω
有
名
契
約
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
S
5
国
を
有
す
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
ゼ
ル
ナ

1
は
、
。
・
わ
回
開
〈
初
日
戸
何
回
出
白
山
富
司
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-wE20-Z
号

E
2
5巾
仏
国
ロ
凹

-goz-m間
同
芯
ロ
印
(
司

R
F
E
N
S
-匂・
5
唱
が
、
有
名
契
約
に
つ
い
て
は

2
5白
『
宮
丘
町
の
理
論
が
及
ば
な
い
と

述
べ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
に
、
ゼ
ル
ナ

l
は
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
の
わ
・
品
・

8
・
5
に
対
す
る
注
解
(
ロ
お
)
「
問
答
契
約
は
、

他
に

2
5白
を
も
っ
契
約
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
賃
約
と
か
売
買
と
い
っ
た
他
の
有
名
契
約
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
契
約
は
自

分
自
身
の
も
つ
円
白

5
国
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
(
白
色
U
己
主
芯
巾

a
g
E
E
2
5
包
宮
ロ
仏
国

g
g
g
n回
5
g
a
g
-
D
E
O仏
口
。
ロ

g
Zロ
白

-r

g
三

E
2
5
5
田
宮
円
以
ぽ
色
町

-
E
E
Z
E
H
E
)ロ巾
w
2
6昨
日
。
ロ
巾
巾
門
〈
巾
邑
在
。

5
2
n
-
A
E
E
E
S
E釦
印
己
ご
宮
山
口
凹
)
」
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
ゼ
ル
ナ

l
は
、
有
名
契
約
も

2
5竺
乞
も
つ
の
だ
か
ら
、

S
Z白
血
論
は
有
名
契
約
に
及
ば
な
い
と
す
る
シ
ュ
ヴ
リ
エ
の
考
え
方
は
誤
り
だ
と
い

う
(
。
司
・
巳
?
℃
・
自
由
)
。
し
か
し
、
シ
ュ
ヴ
リ
エ
は
、

g
z
g
mロ
包
肢
の
理
論
が
及
ば
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
、
売
買
契
約
に
お
い

て
売
主
の
目
的
物
引
渡
債
務
が
貫
主
の
代
金
支
払
債
務
の

S
5同
と
な
る
と
い
っ
た
、

2
5担
論
は
パ
ル
ド
ゥ
ス
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ゼ
ル
ナ
!
の
引
く
注
解
は
、
批
判
の
論
拠
と
し
て
は
、
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
名
契
約
そ
れ
自
体
が
も
っ

g
g白
が
具
体
的
に
何
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
か
え
っ
て
、
こ
の
注
解
は
、

(
U

・品・

8

5
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
証
書
中
に
有
名

契
約
が
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
で

g
z
g
と
し
て
は
十
分
だ
と
い
う
意
味
の
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、
開
・
冨
・
呂
田
』
何
回

g
w
F
g
p
m
oユ
g

g
m
a雪
印

-gnoロ
ロ
巾
門
口
白
口
三
曲

g
z印
白
色
町
]
釦
間
同
日
間
)
己
白
色
。
ロ

2
-白
g
g
m
a巾
】
即
応
C
ロ白丘。

p
h
s
h同
問
師
、
ゃ
な

SRミ
ShSOH.H-
吋
。
ョ
・
品

(Fa仏巾

呂
田
由
)
噂
匂
・
回
目
が
、
「
双
務
契
約
か
ら
生
ず
る
債
務
の

g
z回
同
町
一
口
丘
町
は
相
手
方
の
反
対
給
付
で
あ
る
」
と
述
べ
て
引
用
す
る
、
「
質
主
に
つ
い
て

は

2
5え
宮
丘
町
は
目
的
物
で
あ
り
、
売
主
に
つ
い
て
は
代
金
で
あ
る

(
B
m
u
R
E
2
6
Zユ
印
円
白

5
同
Eg--∞巾
2
3
f
B∞
克
己
ロ
〈
巾
豆
一
言
号

巾仲間肖

2
2
5
)
」
と
い
う
パ
ル
ド
ゥ
ス
の
の
・
∞
・

8
・
吋
に
関
す
る
注
解
も
、
そ
こ
で
い
う

g
g白
出
口
丘
町
は
、
売
主
の
債
務
の

2
5由
民
自
-
Z
が

貫
主
の
代
金
支
払
(
債
務
)
だ
と
い
う
よ
り
も
、
売
主
の
目
的
は
代
金
だ
と
い
う
程
度
の
意
味
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一

O
八
条
の
文
言
を
用
い
れ
ば
、
コ

l
ズ
と
い
う
よ
り
目
的
物
(
。
立
え
)
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、

2
5由
民
ロ
丘
町
田
の
理
論
は
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
の
場
合
、
無
名
契
約
に
ま
だ
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
シ
ュ
ヴ
リ
エ
の
仮
説
は
、
十
分
に

反
駁
さ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
に
お
い
て
は
、

g
g白
は
、
無
名
契
約
な
ら
び
に
問
答
契
約
お
よ
び
そ
の

証
書
で
あ
る

g丘
町
。
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
、
後
者
に
つ
い
て
問
題
に
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仮
説
は
、
メ
イ
ヤ

l
ス
の
前

掲
論
文
の
結
論
と
も
軌
を
一
に
す
る
と
恩
わ
れ
る
。

ω
u内・
H
a
-
H
に
付
し
た
注
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
文
に
よ
っ
て
、
方
式
を
欠
く

E
E
B
宮

n
E
B
も
、
問
答
契
約
の

g
ロ
回
目
と
な
り
う

る

2
5白
が
基
礎
に
あ
れ
ば
訴
求
可
能
で
あ
り
|
|
訴
権

g
E
5
2
2
2
5
5
1
1、
し
た
が
っ
て
、

S
E
E
-
B宮
E
S
が
あ
れ
ば
十
分

北法38(4・49)633



説論

で
あ
る
|
|
例
、
寛
厚

(
5
0
3ロ
gm)
、
平
和
、
協
調

(
n
g
g
a
E
3
0
F
F
Z巴
W
8・
n
F
匂
・
巴
ご
民
印
・

)
0
2
5白
か
ら
も
、
ま
た
訴

権
(
円
。
ロ
門
出
円
巴

O)
か
ら
も
、
教
会
法
上
は
ロ
ロ
門

E
B
B
-
n
z
g
も
問
答
契
約
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
パ
ル
ド
ゥ
ス
と
同
じ
よ
う
な
思
考
様
式
は
、
バ
ル
ト
リ
ス
ト
で
あ
り
、
慣
習
法
の
研
究
で
も
名
高
い
デ
ュ
・
ム
l
ラ
ン
に
も
見
て
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
今
日
実
際
に
は
、
問
答
契
約
の
方
式
に
関
す
る
こ
れ
ら
す
べ
て
の
法
文
お
よ
び

理
論
が
余
計
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
的
な
い
し
私
的
な
書
面
の
他
に
も
、
当
事
者
の
自
白
や
証
人
な
ど
に
よ
っ
て
、
真
剣
に
約

定
・
締
結
さ
れ
た
合
意
に
つ
い
て
適
法
に
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
が
禁
止
さ
れ
ず
、
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
が
当

該
合
意
を
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
能
力
を
も
つ
な
ら
、
こ
の
合
意
は
問
答
契
約
と
み
な
さ
れ
、
有
効
な
訴
権
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

M
H・
ω日
-

H

に
対
す
る
注
釈
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
拘
束
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
世
俗
お
よ
び
教
会
の

両
法
廷
で
こ
の
よ
う
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
。

(ω
色
町
。
色
町
吉
田
】
円
包
ユ

Z
2
2
。
ヨ
ロ

g
z
m巾
P
2
§
gユ
田
町
門
同
町
内

O『
B
E
B
2
6
z
-白門戸。ロロロ岡

田
口
宮

E
R
E
m
g
E
一
D
Z
E
2
E
B
R門司同国
Q
G
E
E
B
匂
Z
E
2
5
〈
巾
]
匂
ュ

S
S
E
-
田町内

g
E
S
E
R
E
Eタ
包
括
件
。
ぇ

5
5・
き
門
担
】
山
田
田

町
松
江
日
巾
白
旬
開
】
白
円
巾
同
丹
色
巾
円
。
ロ
〈

g
t
o口町田巾叶
S
U
R
E
2
n
O
R
E
g
-
-ロ『
Z
E
E
-
ロ巾

n
H
)
g
Z
E
F
自
立
ロ
丹
市
吋
匂

g
E玄
吉
田
・
回
口
三
ロ

E
E
-
2

℃吋

O
回一円円

Hvz-白片山
Oロ
巾
町
白

σ巾門戸』『・巾件。吋山門戸担円巾]町内山門出凶白円昨日
0・
-zu内丹白ロ。.山口
n-H・
巾
同
門
司
白
色
巾
唱
曲

nFDCO円山-一行田内凶巾
σ巾同一口宮山
-}-mr
巾同吋魚川凹

21円ロ
mr
巾同

比
白
山
口
三
円

02口市内。
5
8
2
Eユ
2
R
n
-
g
g由
民
円
。
。

σ凹
巾
『
〈
同
昨
日
一
)
」
(
わ
・
富
。

-
E
2
5・
2
0〈
白
色
告
白

]
E
E
R匂
ロ
円
阻
止

E
ぴ『・

2
-巾
m-H・

2
N
R・
骨
認
可
σ・。
σ--m-HNZσ
ュ
g
ロ
-
b・
冨
。

-E白
色
(
)
℃

R
P
、H，O
B・
M
-
P
E回目白
HN)
こ
の
場
合
、
問
答
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、

2
5白
が
必
要
で
あ
る
(
。
℃
・
門
戸
田

-aDE--門田・
(

N

)

ロ
・
申
)
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
河
口
σ『丈
υ
白
ロ
・
お
の
議
論
は
一
般
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
基
本
的
に
は
、
ロ
ロ
仏
ロ

B
U
R
Z
S
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
℃

R
E
B
を
有
名
契
約
以
外
の
契
約

(
g
R
g
n吉
田
)
の
名
辞
と
し
、
そ
の
効
力
が
問
答
契
約
と
同
じ
こ
と
を
教
会
法
か
ら
基
礎
づ
げ
る
、
円
。

5
5
2
gュ
g
E
ゎ。門出

nmBEn--SHY

-
ロ
凹
け
ロ

σ
-
N
E・
ω・
冨

o-E即
位
。
胃
日
、

H，
O
B
w
-
司
国
ユ
田

E
H
N
か
ら
も
そ
う
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
も
、
有
名
契
約
を
も
対
象
と
す
る

2
5曲
論
は

な
い
。
ま
た
、
ロ
ロ
己

Z
B
℃
R
E
B
が
問
答
契
約
と
同
視
さ
れ
る
た
め
、
無
名
契
約
し
た
が
っ
て
そ
の

g
E白
の
問
題
は
消
滅
し
て
い
る
。

グ
ロ
l
テ
ィ
ウ
ス
も
、
「
オ
ラ
ン
ダ
法
入
門
(
円
ロ
在
住
ロ
m
g
母
国
o一S
E
R
Z
m
m
n
Z∞m
a巾
E
Z
E
)
」
|
l
E江
省
『

E
g
n
3片
岡

o
-
E
E

S
出
口
問
。
。
問
。
、

HHCω
可・

σ可
河
・
巧
・
口
出

(
F
O
E
Oロ
E
N品・

HEω)w〈己
-H
を
用
い
た
|
l
i
の
中
で
、
問
答
契
約
は
、
ロ
ー
マ
法
の
厳
格
な

方
式
を
必
要
と
せ
ず
、
も
っ
と
も
な

2
5向
(
吋
包
包
片
付

2
5円N
同市

nr・
5
知
的
。
ロ
血
豆
叩

B
ロ
印
巾
)
に
よ
り
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
す
べ
て
有
効
と
述

べ
て
い
る

(
E
-
Y印
N
)
。
も
っ
と
も
な

2
5白
は
、
問
答
契
約
が
贈
与
の
た
め
、
あ
る
い
は
他
の
取
引

(
E
E一色吉岡巾
w

可
白
ロ

g
n昨
日
。
ロ
)
に
付
随

北法38(4・50)634



ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police (2・完)

し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
存
在
す
る
と
解
さ
れ
る

(
E
a
y
印
ω)
。
取
引
(
町
白
ロ
仏
巾

-zm叩
)
と
は
、
こ
な
い
し
複
数
当
事
者
の
、
双
方
な
い
し
一

方
の
利
益
を
め
ざ
す
意
思
の
合
致
で
あ
る

(
E
L〈
い
)
。
具
体
的
に
は
、
売
買
、
賃
約
、
使
用
貸
借
、
消
費
貸
借
等
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

不
当
利
得
返
還
請
求
に
関
連
し
て
、
も
っ
と
も
な

2
5白
な
し
に
な
さ
れ
た
約
束
(
同

2
8
m
m山
口
伊
匂

8
2
2巾
)
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、
贈
与

な
い
し
他
の
取
引
の
な
い
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
(
旨
・

MMun--N)。
な
お
、
売
買
、
賃
約
等
の
取
引
は
、
そ
れ
自
体
で
法
的
な

S
5同(司
REm--nw巾

o
o
Z回
RW)
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
対
価
関
係
の
不
均
衡
の
ゆ
え
に
も
っ
と
も
な

2
5曲
が
な
い
と
見
え
る
と
き
で
も
、

z
g
z
g
a
g
-∞

に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
円
。
ロ
島
氏
一
O

(
回目

5
2
5白
)
に
よ
り
解
除
さ
れ
な
い
(
昌
w

凶

MOTE)。
な
お
、
婚
姻
を
期
待
し
て
供
与
さ
れ
た
が
、
結

局
婚
姻
が
続
い
て
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
生
ず
る

g
E一円円
5
2
5田
E
S
S
E出
口
O
ロ
怠

2
gの
g
E同
も
法
的
な

2
5白
で
あ

る
(
口

F
H
M
O
T
E
2
伊
)
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
な

g
z
g
は
主
と
し
て
(
形
式
を
緩
和
さ
れ
た
)
問
答
契
約
に
関
わ
り
、
言
葉
の
意

味
か
ら
も
パ
ル
ド
ゥ
ス
の

g
ロ由主】巾門担ロ白門

-gm
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
有
名
契
約
に
同
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
売

買
・
賃
約
等
の
取
引
の
も
つ
法
的

g
g白
は
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
の
い
う
有
名
契
約
が
そ
れ
自
体
有
す
る

g
E釦
と
同
定
で
き
よ
う
。
こ
う
見
て
く
る

と
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
の

g
ロ
富
論
も
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
の
線
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
グ
ロ

1
テ
ィ
ウ
ス
の

g
z
g
論
に
つ
い
て

は
、
河
・
者

-F何
一
戸
〉
ロ
宮
可
。
含
門
広
。
ロ

s
m
o
g
g
E
U三
n
v
r
g
-
m
p
a
-
(
F
o邑
g

E印
ω
)
b・
お

Ham-
お
よ
び
の
・
〉

d
o
p
u
sロ片門出丹

市
三
ぷ
〈
。

-E-。
ロ
仏
ロ

noロ
m
g
m
g
]山
田
口
回
巾
各
自
の
円
。
江
戸
』
凹

-hRPRSMSkvhN守的
C
S
E
N
-句
、
足
、
さ
戸
口
。
ロ
(
呂
田
g
・
u・
5
品
巾
同
印
・
参
照
。
特
に
前

者
は
、
そ
の
後
の
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
と
と
も
に
、
最
も
詳
細
で
あ
る
が
、
吋
包
巳
片
付
巾

0
2
2
2
wを
S
5
2
u
q
g白
骨

E
の
意
味
に
と
っ

て
い
る
(
た
だ
し
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
と
結
び
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
。

そ
れ
で
は
、
ド
マ
は
ど
う
か
。
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、
白

-m
の
冒
頭
に
あ
る
、
一
方
当
事
者
の
巾
口
問
同

m
m
g
m
E
が
他
方

当
時
者
の

g
m担
問
巾
同
国
間
三
の
守
口
骨
ヨ
巾
え
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
、
最
後
の

S
5巾
の
な
い

oE-m丘一
O
ロ
は
無
効
と
を
結
び
つ
け
る
、
つ
ま
り

守
口
号

B
巾
5
1
2
5巾
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
を
と
れ
ば
、
有
名
双
務
契
約
か
ら
生
ず
る
各
債
務
に
つ
い
て
も

S
5白
に
よ
っ

て
そ
の
根
拠
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
の

2
5
m
論
が
こ
こ
に
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
戸
(
い
〉
虫
、
H
，
krZHJ
ロ巾

z
g
z
R
仏
B
o
z
-
m由江
0
5
(司白門戸
m
E
N
S
-
ロ
。
誌
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
白
・
印
冒
頭
の
甘
口
色
町
巴
町
三
と
切
り
離
し
て
、

2
5巾
を
一
方
の
み
が
債
務
を
負
う
よ
う
に
見
え
る
合
意
に
限
っ
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
例
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
金
銭
消
費
貸
借
に
お
け
る
金

銭
の
貸
与
(
胃

E
三
郎
ロ
ロ

B
R呉
白
)
は
、
伝
統
的
に

g
z白
血
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
代
表
的
な
も
の
で
あ
る

(
D
己
負
巴
E
包〈巾

2hn岳
巴
O

口。ロ

ロ
ロ
ヨ
巾

E
g巾旬開
2
E
S
の

2
5白
)
。
さ
ら
に
、
贈
与
で
は
、
贈
与
者
の

B
。
E

Eぽ
O
ロ白

σ
z
a
吉
田
仲
巾
が

S
Z
8
の
代
わ
り
に
な
る
と
い
う
の
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説論

は
、
贈
与
の
合
意
が
書
面
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
を
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

S
E
E
-
B吉
一
]
包
〈
白
つ
ま
り

S
5
2
}巾
吋
印
ロ
白
色
一
一
巾
ロ
凹
と
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
合
意
の
当
初
か
ら

g
g
m
が
な
い
場
合
も
、
途
中
か
ら

g
C
8
が
な
く
な
っ
た
場
合
も

og-宮
昨
日
。
ロ
は
無
効
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が

(司

-
H
-
F
-
r
H，
H・ω-N・白・

5)
、
こ
こ
は
合
意
が
い
か
な
る
も
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
こ
の
合
意
を
問
答
契
約
に
限
定

し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
合
意
の
唯
一
の
基
礎
(
向
。
ロ
仏
巾
B
巾
口
同
)
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
錯

誤
に
よ
り
合
意
を
無
効
に
で
き
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
合
意
に
は

2
5巾
が
な
い
、
あ
る
い
は
誤
っ
た

Q
g
a
g
s己
認
を
守
口
仏
巾

B
m
E

と
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
守
口
仏
巾

g
m
E
1
2
5
m
と
読
め
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
案
は
、
被

相
続
人
が
生
存
中
に
弁
済
し
た
の
に
、
相
続
人
が
債
務
を
負
担
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
相
続
財
産
の
分
割
で
、
遺
言
付
属
書
に
よ
り
あ
る
財
産

を
一
方
に
配
す
こ
と
に
し
た
が
、
こ
の
付
属
書
が
偽
だ
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
屯
-
H
-
F
-
H
-
H
J
E
・
ω
「
田
・
4
)

。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、

一
方
の
み
が
債
務
を
負
う
よ
う
む
見
え
る
合
意
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
問
答
契
約
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
に
つ
い

て
の
錯
誤
が
合
意
の
唯
一
の

g己
認
で
あ
り
、
こ
の

2
5巾
だ
け
が
債
務
を
基
礎
づ
け
(
問
。
ロ
仏
巾
円
)
う
る
唯
一
の
円
白
巴
田
市
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
が

誤
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
合
意
は
無
効
と
な
る
。
こ
の
場
合
も
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
案
は
、
封
地
(
出
町
内
)
の
買
主
が
、
慣
習
法
に
よ
れ
ば

取
得
に
際
し
い
か
な
る
貢
納
も
す
る
必
要
が
な
い
の
に
、
交
代
料
(
舎
O
R
骨

5-一
色
)
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
と
信
じ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
領

主
と
合
意
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
屯
-
H
-
r
H
・
、
円
区
・
ω
-
H
・
由
民
)
。
こ
れ
も
、
一
方
み
が
債
務
を
負
担
す
る
合
意
で
あ
る
。
以
上
、

2
5巾

と
い
う
語
が
出
て
来
る
箇
所
で
具
体
的
に
念
頭
に
あ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
贈
与
等
の
場
合
も
含
め
て
一
方
の
み
が
債
務
を
負
う
合
意
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
方
式
を
緩
和
さ
れ
た
問
答
契
約
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
ド
マ
の

n
2
8詳
細
も
全
く
伝
統
的
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
間
以
-
H
-
F
-
H
・
吋
-
H
・
ω
-
H
・
ロ
・
印
の
口
同

5
巾
に
付
せ
ら
れ
た
注
に
、
い
わ
ゆ
る
無
名
契
約
に
関
す
る
U
-
N
・

Z-
一
戸
品
「
合
意
の

た
め
に
い
か
な
る

g
g白
も
基
礎
に
な
い
場
合
に
は
、
債
権
債
務
関
係
が
設
定
さ
れ
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
お
ロ
ヨ
ロ
ロ

-
z
g
σ
g丹

S
E
E
-

匂

g
文
句

g
ロ〈

S
E。ロ巾
P
E
n
gロ
師
同
国
同
口
。
ロ
吉
田
田
市

g
口
弘
吉
弘
。
豆
一
関
白
巳
。
ロ
巾
ヨ
)
」
が
引
か
れ
て
お
り
、
前
注
で
見
た
よ
う
に
、
ド
マ
が
有
名

契
約
を
も
無
名
契
約
の
枠
組
み
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

g
Z巳
と
守
口
骨
ヨ
町
三
の
意
味
上
の
関
連
を
考
え
る
と
、
向
。
ロ
門

-mgS同

1
2己
紹
と
い
う
解
釈
に
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
後
世
の
学
者
が
向
。
口
弘
巾

5
8同
l
n田
口
お
と
読
ん
だ
と
し
て
も
十
分
な
理

由
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

n
Z
2ぽ『・

8
・
n
F
℃
・
宮
町
と
と
も
に
、
「
コ

1
ズ
概
念
を
最
初
に
体
系
化
し
た
と
い
う
功
績
を
ド
マ
に
帰
す
の

が
伝
統
的
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
明
断
か
つ
完
全
な
体
系
と
い
え
る
も
の
の
提
示
は
、
わ
れ
ら
の
著
者
に
は
遠
く
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の

点
で
、
彼
は
彼
の
先
達
の
た
め
ら
い
を
繰
り
返
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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筆
者
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
ド
マ
の
コ

l
ズ
概
念
は
お
そ
ら
く
伝
統
的
な
も
の
、
つ
ま
り
方
式
を
緩
和
さ
れ
た
問
答
契
約
の

g
g白
だ
っ
た
と

考
え
る
。
ド
マ
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
双
務
契
約
に
お
い
て
、
一
方
の
債
務
が
他
方
の
債
務
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
問
答
契
約

の
円
白

E
E
も
い
わ
ば
そ
の
一
現
象
形
態
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
コ

1
ズ
と
い
う
語
を
用
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、

双
務
契
約
か
ら
生
ず
る
両
債
務
の
牽
連
関
係
に
注
目
し
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
注
と
同
様
、
本
稿
(
一
)

本
誌
前
号
四
三
五
頁
注

(
H
)
参
照
。
こ
れ
が
、
実
質
的
に
は
後
の
コ

l
ズ
論
に
受
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

(
臼
)
こ
こ
で
い
う

E
E〈色
g
Bは
、
厳
密
な
意
味
で
の
等
価
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
負
担
な
い
し
利
得
が
相
互
的
で
あ
る
と
い
っ
た
程
度
の

こ
と
で
あ
る
。
]
冨
〉
C
月
J
F
開
目
的
白
山
富
ユ
巾

S
Z
門U
E
ロO
昨日。ロ門誌
D
巳
〈
包
巾
ロ
ロ
巾
巾
ロ
仏
吋
O
芹
門
戸
丘
二
日
ロ

2
2
(同町
m
R
、H
，。己
ocm巾
E
N
S
・
寸

0
5・

H

・匂
-

H

・
2
由
・
参
照
。
な
お
、
モ

l
リ
l
は、

m門戸巳

g
-
2
2
に
よ
っ
て
、
契
約
の
双
務
関
係
、
そ
こ
に
お
け
る

2
5巾
、
不
当
利
得
返
還
請
求

権
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

(
日
)
句

-
H
-
r
H
-
H
H・
ω-H・
白
・
∞
す
で
に
、
注
の
(
臼
)
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
コ

l
ズ
は
、

S
E
E
-
g
u三回目
4
由
な
い
し
、

g
z白血同}叩吋田口出己巾ロ∞

と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
宮
包
ロ
ロ
白
色
。
ロ
は
、
実
定
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
(
「
胃
m
・、
H

J

H

・
ω
-
r
白-
N
)

。
そ
の
目
的
を
ド
マ
は
、
「
こ
の
[
贈
与
に
よ

る
]
債
務
関
係
を
公
衆
守
口
豆
一
円
)
に
知
ら
し
め
、
彼
ら
が
こ
れ
を
知
ら
な
い
で
、
種
々
の
欺
同
行
為
の
被
害
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
」

た
め
と
述
べ
て
い
る
百

-rHA・
H
-
H
E・
ω・戸田・

5)
。
こ
の
公
衆
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
贈
与
者
の
相
続
人
で
あ
る
。
ド
マ
も
、

法
の
錯
誤
に
関
連
し
て
、
登
録
さ
れ
て
い
な
い
贈
与
は
無
効
だ
と
い
う
法
を
知
ら
な
い
で
贈
与
者
の
相
続
人
が
贈
与
を
履
行
な
い
し
承
認
し
た
場

合
に
、
そ
れ
が
有
効
だ
と
い
う
例
を
も
ち
だ
し
て
い
る
百

-r
「
「
吋
・
区
・

ω-H・
目
・
口
)
。
ポ
テ
イ
エ
も
、
「
こ
の
法
[
登
録
を
定
め
る
王
令
]

の
立
法
理
由
は
、
贈
与
以
後
に
贈
与
者
と
契
約
を
結
ぶ
者
あ
る
い
は
贈
与
者
の
相
続
財
産
が
十
分
に
あ
る
と
思
っ
て
相
続
を
承
認
し
た
者
が
、
こ

の
財
産
が
贈
与
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
で
錯
誤
に
陥
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
、
H

，円色丹臥円凶巾印門田。ロ田氏。

5

2
可巾・

4山内田唱え
-
g
|
|
ポ
テ
ィ
エ
の
作
品
は
、
冨
・
切
口
の

Z
E，
編
集
の
白
C
4
2凹
骨

g
E巾吋由
40-・
(
司

R
2
5
8
1
5お
)
を
用
い
た
。

こ
れ
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
(
九
三
一
条
)
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
民
法
典
(
五
一
八
条
)
が
、
贈
与
契
約
に
つ
い
て
公
正
証
書
を
要
求
す
る
趣
旨
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
末
川
博
「
贈
与
と
書
面
」
『
民
商
法
雑
誌
』
二
巻
(
一
九
三
五
年
)
一
七
三
頁
、
大
島
俊
之
「
贈
与
契
約
の
要
式
性
」
『
経

済
研
究
(
大
阪
府
立
大
学
)
』
三
二
巻
二
号
ご
九
八
七
年
)
四
八
頁
参
照
。
ち
な
み
に
、
被
相
続
人
が
主
要
財
産
に
つ
き
私
証
書
で
生
前
贈
与
契

約
を
締
結
し
、
相
続
人
が
相
続
開
始
を
知
っ
て
か
ら
贈
与
契
約
に
つ
き
知
ら
な
い
ま
ま
に
三
箇
月
が
経
過
し
た
と
い
う
場
合
を
考
え
る
と
、
わ
が
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説論

国
の
民
法
典
は
、
承
認
の
錯
誤
無
効
を
認
め
な
い
こ
と
(
九
一
九
条
一
一
項
)
を
も
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
遺
留
分
に
よ
る
保
護
は
あ
る
に
せ
よ
、
相

続
人
に
著
し
く
不
利
な
利
益
衡
量
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
町
)
何
回
・
「
戸
、
『
・

5
・
ω
戸白・

5
「
贈
与
で
は
、
贈
与
者
が
自
己
の
寛
厚
(
ロ

ZE--門
巾
)
の
コ

1
ズ
で
あ
る
と
し
て
表
示
す
る
動
機
と
、
贈
与
に

付
加
す
る
条
件
と
を
よ
く
分
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
条
件
の
不
成
就
は
条
件
付
き
贈
与
を
無
効
に
す
る
の
に
対
し
、
表
示
さ

れ
た
動
機
が
本
当
で
な
い
と
し
て
も
、
贈
与
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
贈
与
に
、
受
贈
者
の
行
っ
た
奉
仕
に

報
い
る
た
め
だ
と
か
、
受
贈
者
が
貿
入
れ
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
助
け
る
た
め
だ
と
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
受
贈
者
が

奉
仕
を
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
買
入
れ
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
贈
与
は
無
効
と
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
贈
与
し
た
者
の
絶
対
的
意

思
は
不
変
で
あ
り
、
彼
は
表
示
し
た
動
機
と
は
別
の
動
機
を
も
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
贈
与
が
買
入
れ
の
た

め
に
使
う
、
た
と
え
ば
官
職
を
買
う
た
め
に
使
う
と
い
う
条
件
つ
き
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
官
職
が
買
わ
れ
な
け
れ

ば
、
贈
与
は
無
効
と
な
る
。
」

な
お
、

S
E
E
-
B℃
己
目
的
守
白
が
合
意
の
効
力
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
(
臼
)
も
参
照
。

(
団
)
い
わ
ゆ
る

g
z昨
日
。
宮
島
田

nzgWE--a
ロO
ロ
ロ
白

g
m
に
基
づ
い
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
。

Z〈
丘
町
円
・

0
℃
-nF-U・

N

白
色
白
・
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
手
形
を
中
心
に
し
て

S
E
Z
Z
&
R
B
S
に
よ
る
訴
求
が
次
第
に
可
能
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
は
、
証
書
に

2
5
m
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
そ
の
こ
と
だ
げ
で
証
書
上
の
債
権
者
が
敗
訴
す
る
こ
と
は
な
く
、
他
の
文
書
等
に
よ

り

2
5巾
を
証
明
で
き
れ
ば
勝
訴
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
マ
の
時
代
は
、
ま
さ
に
移
り
変
わ
り
の
時
期
で
あ
り
、
こ
の
問

題
に
彼
が
明
示
的
に
言
及
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
伝
統
説
に
与
す
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
世
紀
中
に
決
着
が
つ
き
、
民
法
典
一
一
三
二
条
に
結
実
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一

九
世
紀
中
葉
に
よ
う
や
く
決
着
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
普
通
法
学
に
お
け
る

2
5白
論
の
一
考
察
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
六
巻
二
九

七
九
年
)
七
一
二
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
贈
与
証
書
に
つ
い
て
は
、
「
贈
与
の
た
め
」
と
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
内
田

Z
E
と
し
て
十
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
奉
仕
に
報
い
る
た

め
」
と
か
「
慈
善
の
た
め
」
と
か
表
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
こ
の
点
も
ド
マ
に
お
い
て
は
明
瞭
で
な
い
。
注
(
日
)
で
見
た
よ
う
に
、
グ

ロ
i
テ
ィ
ウ
ス
は
、
贈
与
の
た
め
と
表
示
し
て
い
れ
ば
十
分
な
よ
う
で
あ
る
。
ド
マ
は
、
前
注
で
見
た
よ
う
に
、
あ
る
動
機
が
誤
っ
て
い
て
も
、

他
の
動
機
が
あ
り
え
た
の
だ
か
ら
、
贈
与
者
の
絶
対
的
意
思
は
不
変
だ
と
述
べ
て
い
る
。
。
〉
耳
吋
〉

Z
H
。℃

-nFロ・
3
は
、
こ
の
意
思
白
巳

5
5
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円
同
。
ロ
白
ロ
品
目
が
円
同
己
紹
で
、
そ
れ
は
動
機
と
は
違
う
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に
は
賛
成
し
が
た
い
。
動
機
が

2
5
m
だ
と
明
示
的
に
述
べ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
も
な
お
あ
い
ま
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
回
)
何
回
・
問
、
.

H

・、
H
・H
・
ωω

同-
N

・

(
印
)
句
-
r
r
H
・、
H
J
N
・ω
・ω・白
-
N
・
「
売
買
契
約
に
よ
り
、
代
金
支
払
の
時
、
所
に
つ
い
て
何
も
定
め
て
い
な
い
場
合
に
は
、
買
主
は
目
的
物
引
渡
の

時
、
所
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

こ
れ
に
よ
っ
て
、
売
買
契
約
で
は
同
時
履
行
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
日
)
い
わ
ゆ
る
契
約
不
履
行
の
抗
弁
(
巾
阿
見
宮
宮
口
。
ロ
包

-
s
z
m
z
g
E円
宮
吉
田
)
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
出
て
来
な
い
。
し
か
し
、
本

文
引
用
部
分
は
、
内
容
的
に
は
、
双
務
契
約
一
般
に
お
け
る
同
時
履
行
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
売
買
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
引
渡
の
不
履
行
に
よ
っ
て
、
売
買
契
約
の
効
果
を
免
が
れ
る
こ
と
は
、
売
主
の
一
存
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
引

渡
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
売
主
に
は
い
つ
で
も
そ
の
履
行
を
強
制
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
買
主
が
自
己
の
側
で
自
己
の
債
務
を
履
行
す

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
。
」
(
司
-
H
・「
H
・、円
N
・ω
-
N
・白
-
M
O
)

「
代
金
支
払
の
不
履
行
に
よ
っ
て
、
売
買
契
約
の
効
果
を
免
が
れ
る
こ
と
は
、
買
主

の
一
存
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
売
主
に
は
、
自
己
の
側
か
ら
自
己
の
債
務
を
履
行
し
て
、
買
主
に
履
行
を
強
制
さ
せ
る
選
択
権
が
常
に
あ
る
。
」

(
司
・
戸
門
戸

H
N・
ω・ω・国・
5

「
買
主
が
履
行
期
に
代
金
を
支
払
わ
ず
、
売
主
が
ま
だ
引
渡
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
売
主
は
、
売
買
の

目
的
物
を
、
代
金
支
払
が
あ
る
ま
で
質
と
し
て

G
R
Fコ
吋
同
町
骨
肉
括
巾
)
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

C
o
n
-
三け噌白・

ω)
「
引
渡
の
第
一
の
効

果
は
、
売
主
が
売
買
の
目
的
物
の
所
有
者
で
あ
る
場
合
、
買
主
が
、
代
金
を
支
払
っ
た
り
、
担
保
と
な
る
も
の
を
売
主
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

引
渡
と
同
時
に
当
然
に
そ
の
目
的
物
の
所
有
者
と
な
り
、
そ
の
目
的
物
を
収
益
、
使
用
、
処
分
す
る
権
利
を
も
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

し
、
売
主
が
、
買
主
の
債
務
な
い
し
支
払
約
束
で
満
足
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
が
。
」
(
司
-
H
・円
-
H
-
H
J
N
・
ω
-
N
・白・

5
)
な
お
、
い
わ
ゆ
る
「
不

安
の
抗
弁
」
に
あ
た
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
ド
マ
は
、
売
主
側
か
ら
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
「
質
と
し
て
」
売
主
は
目
的
物
を
留
置
で
き
る
、
と
述
べ

て
い
る
(
司
-
-
r
H
・吋
-
N
・
ω
-
N
・白・
N
N
)
。
貫
主
に
つ
い
て
は
、
同
M
-
r
F
-
H
・吋
-
N
・
ω
・
ω
・
白
・
ロ
で
、
「
買
主
は
代
金
支
払
の
義
務
を
負
う
こ
と

は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

な
お
、
(
U
〉
巴
叶
〉

Z
H
。円】
-
n
R
ニ
ロ
。
・
ロ
同
は
、
河

-
n〉
ωω-2・
F
.
巾凶
n
m
円】巳
O
ロ
門
町
mw
巾
島
市
川
口
口
巾
Hmwn
ロ昨日
0
ロ
品
目
ロ
回
ぽ
回
日
間
】
句
。
ユ
印
日
可
ロ
包
E

E
m
g由
巳
宮
町
田
(
円

Z
R
E『目的
L由
Hsi--筆
者
は
未
見
、
清
水
元
「
『
留
置
権
』
概
念
の
再
構
成
ご
)
」
『
東
北
学
院
大
学
論
集
法
律
学
』
一

七
号
(
一
九
八
一
年
)
一
一
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
1
1
1
に
依
拠
し
な
が
ら
、
巾
M
n
巾
宮
一
。
ロ
O
ロ
包
-B匂
-
2
-
B
E
E
2
5
の
理
論
が
中
世
末
、

一
五
世
紀
に
は
確
立
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
ク
ジ
ャ
ス
ら
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
中
世
法
学
に
対
す
る
批
判
に
よ
り
、
こ
の
理
論
は
受
継
が
れ
ず
、
フ
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説論

ラ
ン
ス
民
法
典
で
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
二
ム
ム
・
自
己
と
は
違
っ
て
、
一
般
的
に
で
は
な
く
、
売
買
官
三
・

5
H
N・
5
z・
5
E・

5
E
)
と
交
換
(
白
『
グ
口
定
)
に
つ
い
て
の
み
定
め
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、
二
つ
の
点
で
疑
問
が
あ
る
。

一
つ
は
、
中
世
法
学
が
は
た
し
て
双
務
契
約
一
般
に
つ
い
て

anazoロO
ロ
包
j-B立
2
-
g
E
5
2
5
の
理
論
を
確
立
し
た
か
と
い
う
点
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
が
実
務
上
大
き
な
意
義
を
も
っ
法
制
度
に
つ
い
て
、
そ
ん
な
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ユ
マ
ニ
ス
ト
は
、
た
と
え
ば
、
問
答
契
約
と
ロ
ロ
仏
ロ
ヨ
宮
-nEB
の
違
い
を
堅
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
実
務
上
は

ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
事
態
と
比
較
す
る
と
、

zinatcロ。ロ白色町
B
立叩片山円。口同

gn吉
田
の
一
般
理
論
が
真
実
バ
ル
ト

リ
ス
ト
に
お
い
て
確
立
し
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
を
覆
す
こ
と
は
ユ
マ
ニ
ス
ト
に
は
不
可
能
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
一

五
世
紀
末
の
資
料
に
あ
た
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
カ
ピ
タ
ン
が
引
用
し
て
い
る
バ
ル
ト
ル
ス
の
戸
宮
出
血
ロ
ロ
印
刷
・
え
な
ユ
弘
司
白

a
m
g
u・〈巾ロ。・

8
・
邑

-H-E-
∞
)
(
貿
主
訴
権
を
行
使
す
る
に
は
買
主
は
代
金
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
代
金
の
一
部
を
提
供
し
て
も
訴
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
売
主
は
あ
た
か
も
質
の
ご
と
く
に

0
5包
玄
関
口

5
売
却
物
を
留
置
で
き
る
か
ら
)
に
付
し
た
注
解
は
、
た
し
か
に
、
「
相
互
に
債
務
を

負
う
契
約
に
基
づ
き
有
効
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
己
の
側
か
ら
契
約
全
部
を
履
行
し
た
者
だ
け
で
あ
る
(
何

M
g
R
2
2口
三
円

g

n
可
2
5
0
5哲
吉
吋
芯
ロ

g
宮

5
2
丘町巾

as--門
常
持
ゲ
ロ
区
与

g
A巳
z
z
s
g民
自
己
Z
H
H
M

巾
凶
宮
ユ
巾
∞

E
-
5
1
2巾
号
)
」
と
一
般
的

に
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
売
却
物
は
、
代
金
に
代
わ
る
質
と
し
て
留
置
さ
れ
る
(
吋

2
〈
巾
ロ
色

S

Z同
宮
市
宮
司
胃
。
玄
関
門

FOR-og
胃
巳
ロ
)
」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
ド
マ
の
い
っ
て
い
る
こ
と
と
違
い
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
よ
り
本
格
的
な

u
o
m
g
g
m巾
m
n
r
r
y
g

が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
カ
ピ
タ
ン
は
、
こ
こ
で
も
、
一
方
の
債
務
の
基
礎
が
他
方
の
債
務
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
債
務
の
基
礎

1
2
5巾
と
解
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
注
(
臼
)
参
照
。

(
臼
)
何
回
・
円
-

H

・
吋
-

H

・
ω・
ω・白・由・

(臼

)
T】円門戸丹・白
-HO
一
司

-H-Hh-H・、
HJN・
ω・叶・白
-N・
『
売
買
契
約
締
結
後
に
生
ず
る
事
変
は
、
す
べ
て
、
買
主
に
帰
す
る
。
引
渡
前
で
あ
っ
て
も

目
的
物
が
滅
失
す
れ
ば
、
買
主
は
そ
の
損
失
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
代
金
支
払
義
務
を
依
然
と
し
て
負
う
。
彼
は
、
ま
た
、
目
的
物
を
よ

り
よ
き
も
の
と
す
る
事
変
す
べ
て
か
ら
も
利
益
を
受
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
売
買
契
約
締
結
後
は
、
目
的
物
は
買
主
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
、
売
主

が
そ
れ
を
所
持
し
続
け
る
の
は
買
主
が
同
意
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
目
的
物
を
買
主
に
引
渡
す
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
注
〈
日
)
で
見
た
よ

う
に
、
買
主
は
、
代
金
を
支
払
っ
て
引
渡
を
受
け
る
ま
で
は
、
所
有
者
で
は
な
い
|
|
つ
ま
り
、
物
取
戻
訴
訟
で
敗
訴
す
る
。
他
方
で
、
危
険
の
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所
有
者
負
担
主
義
の
原
則
と
ロ

l
マ
法
以
来
の
特
定
物
売
買
に
お
け
る
危
険
の
買
主
負
担
主
義
と
が
あ
る
。
こ
の
辺
の
矛
盾
は
ド
マ
も
気
づ
い
て

い
た
が
、
注
で
は
、
売
買
契
約
を
締
結
し
て
い
れ
ば
履
行
を
強
制
で
き
る
の
だ
か
ら
、
所
有
者
と
同
視
し
て
よ
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
所
有
権
移
転
の
時
期
に
つ
い
て
、
注
(
伍
)
で
見
る
解
除
の
問
題
が
中
心
に
あ
る
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
売
買
契
約
締
結
と
同
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
危
険
の
所
有
者
負
担
主
義
を
貫
い

た

2
2・
H
E∞
)
。
さ
し
あ
た
り
、
星
野
英
一
『
民
法
概
論

W
(第
一
分
冊
)
』
(
良
書
普
及
会
・
一
九
七
五
年
)
五
三
頁
参
照
。
な
お
、
こ
れ
と
の

関
連
で
解
除
の
直
接
効
果
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
臼
)
司
-
H
-
F
-
H
、H
J
H・
ω
・
ω・白・

5
・
司
-
H
-
F
-
H
・吋
-N・
ω
・叶・白・

ω
「
引
渡
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
買
主
と
し
て
は
、
目
的
物
を
転
売
し
た
り
、
あ

る
い
は
他
の
予
防
措
置
を
と
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。
」

(
町
)
司

-
r
r
H
-
H
H・
ω・
白
・
白
・
ロ
・
な
お
、
∞
-
E

で
は
合
意
の
解
除
が
ま
と
め
て
論
ぜ
ら
れ
、
事
後
は
合
意
解
除
(
白
・

ω)
、
解
除
条
件
の
成
就
(
国
・

印
)
、
解
除
条
項
(
己
主
お
円
m
g
E宮
町
巾
)
に
基
づ
く
解
除
(
白
・
由
)
、
再
売
買
の
予
約
等
の
事
前
の
合
意
に
基
づ
く
解
除
(
白
・

3
、
詐
欺
に
よ
る

解
除
(
吋
g
n
z
zロ
)
(
白
・
∞
)
、
莫
大
損
害
や
目
的
物
の
回
収
庇
に
よ
る
解
除
(
白
・

5
、
家
屋
の
賃
貸
契
約
で
隣
人
が
日
照
妨
害
を
し
た
と
か
、
賃
貸

人
が
崩
れ
か
け
て
い
る
家
屋
を
修
補
し
な
い
と
か
、
家
屋
が
公
共
事
業
の
た
め
に
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
売
買
契
約
で
追
奪

さ
れ
る
と
い
っ
た
、
事
変
が
生
じ
た
場
合
の
解
除
(
同
・

5
)
な
ど
の
後
に
、
不
履
行
に
よ
る
解
除
(
芯
師
三
三
芯
ロ
℃
但
ユ
」
D
a
m
n三
芯
ロ
)
が
論
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
目
的
物
を
引
渡
し
た
後
に
、
買
主
が
代
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
解
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

論
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
買
主
側
か
ら
の
解
除
は
司
-H・戸
-H
、H
J
N・
ω
-
N・白・

5
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
履
行
に
よ
る
解
除
の
学
説
の
中
世
以
降
の
歴
史
を
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
研
究
と
思
わ
れ
る
の
・
∞
O
ペ巴
F
H
N
R
y
q
a

n
y
g
z
a。
ユ
宮
巾
印
加
ロ
こ
阻
み
凹
O
E色
。
ロ
仏

2
8三
E
Z
(司
R
-
P
E
N
S
-
司
-
N
H
M
a
m
-
に
よ
っ
て
、
筆
者
な
り
に
き
わ
め
て
簡
単
に
要
約
す
る

と
|
|
本
書
は
本
格
的
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
日
に
譲
り
、
今
は
ド
マ
理
解
に
必
要
な
限
り
で
示
す
こ
と
に
す
る
|
|
以

下
の
よ
う
に
な
る
。
教
会
法
学
で
は
、
デ
ク
レ
テ
イ
ス
ト
の
最
高
権
威
で
あ
る
ブ
グ
ツ
キ
オ
に
よ
っ
て
、
「
信
義
を
破
る
者
に
対
し
て
は
信
義
は
破

ら
れ
る
(
虫
色
町
ロ
ニ
EHMmg立
虫
色
町
印
同
『
白
ロ
m
x
z
p
z
cロ
印
巾
円
〈
白
ロ
丘
町
広
巾
ヨ
虫
色
開
閉
口
。
ロ

8
2同
昨
日
巴
骨
B)
」
と
い
う
原
則
が
確
立
さ
れ
た
。
し

か
し
、
こ
の
原
則
は
、
当
初
必
ず
し
も
契
約
に
の
み
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
一
コ
リ
ン
ト
書
七
章
一
五
節
の
不
信
者
と
信

者
と
の
離
婚
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
も
、
虫
色
町
田
が
信
何
を
も
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
原
則
が
も
ち
い
ら
れ
た
(
匂

NN∞
兄
凹
・
)
。
し
か

し
、
こ
の
原
則
が
拡
張
さ
れ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
司
教
が
司
祭
や
助
祭
に
不
当
な
扱
い
を
し
た
場
合
に
司
祭
や
助
祭
は
忠
実
(
虫
色
巾
印
)
義
務
を
守
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ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
っ
た
、
不
当
な
解
釈
を
導
く
も
の
と
な
る
た
め
、
こ
の
原
則
の
適
用
は
、
デ
ク
レ
タ
リ
ス
ト
に
な
る
と
契
約
関
係
に
限
ら

れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
原
則
の
根
拠
は
、
反
対
給
付
等
を
え
る
た
め
に
債
務
を
負
う
と
い
う
債
務
者
の
意
思
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も

に
、
す
べ
て
の
合
意
に
は
、
「
も
し
信
義
が
守
ら
れ
る
な
ら
(
回
二

E
2
8
2田
宮
叶
)
」
と
い
う
黙
示
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
(
匂
-
N
8
2
印・・匂
-
N
E
2
己
。
も
っ
と
も
、
現
行
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
黙
示
の
条
件
は
、
解
除
条
件
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
教
会
法

学
の
黙
示
条
件
は
停
止
条
件
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
純
粋
に
解
除
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
契
約
不
履
行
の
抗
弁
と
の
混
合
物
と
い
え
る

も
の
で
あ
っ
た

6
・N
自
己
的
)
。
さ
ら
に
、
こ
の
原
則
の
適
用
に
は
重
要
な
例
外
が
あ
っ
た
。
売
買
契
約
で
あ
る
。
買
主
が
目
的
物
の
引
渡
を
受

け
た
が
代
金
を
支
払
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
売
主
は
契
約
を
解
除
で
き
な
い
と
い
う
、
勅
法
業
纂
中
の
諸
法
文
(
ロ

ω
・ぉ

-
F。・品・
ω∞
・
∞
え
少

の
・
品
・
主
・
巴
尽
に
喝
の
・
品
・
邑
-
H
2
4山
な
お
、
同
】
・

2
0
2・
参
照
)
に
反
す
る
結
果
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
代
金
の
支
払
が
あ
る
ま
で
は
、
引

渡
が
あ
っ
て
も
所
有
権
は
移
転
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
所
有
物
取
戻
訴
権
(
『
包
〈
古
島
自
己
O
)

が
売
主
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、
一
N

・品・

2
に

依
拠
す
る
構
成
も
、
次
に
述
べ
る
ロ

i
マ
法
学
に
お
け
る
の
と
同
様
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
(
匂
・
呂
N
2
己
。

ロ
ー
マ
法
学
で
は
、
解
除
の
問
題
は
、
主
と
し
て
「
目
的
不
到
達
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
権

(
S
E
E
-
o
s
n
E
g
g
-
gロ島
2
2

2
5白
E
g
g
z回
目
ロ
。
ロ

8
2
g
)」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
注
釈
学
派
に
お
け
る
諸
議
論
を
経
て
注
解
学
派
バ
ル
ト
ル
ス
に
お
い
て
確
立
を
見
た

考
え
方
に
よ
れ
ば
、
円
。
ロ
門
出
n
t。
。
σ
S
E
E
S
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
無
名
契
約
に
限
ら
れ
、
有
名
契
約
に
は
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
な
・

ω
。
由
巳
伊
)
。
賃
貸
借
契
約
で
認
め
ら
れ
る
賃
料
不
払
の
賃
借
入
の
明
渡
請
求
は
賃
貸
借
契
約
上
の
訴
権
と
観
念
さ
れ
た
(
教
会
法
学
者
は

p-2

同

E
ロ
m
g
z
原
則
の
適
用
と
見
た
が
)
。
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
解
除
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、

H

・M
・
-
色
に
依
拠
し
て
、
代
金
支

払
が
あ
る
ま
で
は
た
と
え
引
渡
し
が
あ
っ
て
も
買
主
に
所
有
権
が
移
転
し
な
い
の
だ
か
ら
、
売
主
に
は
所
有
物
取
戻
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
、
と
主

張
す
る
者
も
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
こ
の
法
文
の
但
書
に
あ
る
、
売
主
が
「
買
主
を
信
頼
し
た
(
白
骨
B
巾
百
三
O
門

町

田

2
巳
)
」
場
合
に
は
所

有
権
が
引
渡
し
と
同
時
に
移
転
す
る
、
を
広
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
代
金
支
払
に
つ
い
て
期
日
が
定
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
一
般
的
に
、
売
主
が
買
主
を
信
頼
し
た
と
解
さ
れ
、
所
有
権
が
移
転
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
代
金
支
払
期
日
が
定

め
ら
れ
ず
、
代
金
支
払
が
売
買
目
的
物
の
引
渡
と
同
時
に
行
わ
れ
る
と
推
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
所
有
権
が
移
転
し
な
い
と
解
さ
れ
た
(
匂
・

ω
0
0
2

F
)
。
こ
の
問
題
が
、
信
用
売
買
の
買
主
が
破
産
し
、
売
買
目
的
物
が
買
主
の
も
と
に
あ
る
場
合
に
、
売
主
は
他
の
債
権
者
と
同
じ
地
位
に
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
特
別
の
保
護
を
受
け
る
の
か
と
い
う
、
後
に
パ
リ
・
パ
ル
ル
マ
ン
で
論
議
さ
れ
る
問
題
に
関
連
す
る
こ
と
は
、
十
分
に
意
識
さ
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ツ
ク
ル
ス
イ
ウ
ス
は
、
一
日
-
H
2
の
注
釈

(m-o協
同
包

h
s
s
s皐
芯
一
号
)
中
に
、
家
子
な
い
し
奴
隷
な
ど
の
家

北法38(4・58)642
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父
権
服
従
者
が
特
有
財
産
を
も
っ
て
高
庖
を
営
ん
だ
が
、
債
務
超
過
に
な
っ
た
場
合
に
行
わ
れ
る
特
有
財
産
の
分
配
(
区
σ丘一
O
)
に
関
す
る

0
・に

品・印
-
H
∞
(
家
父
権
服
従
者
に
販
売
す
る
た
め
の
商
品
を
納
入
し
た
者
は
、
こ
の
商
品
が
商
底
に
あ
る
場
合
、
信
用
を
与
え
た

z
q
a
F
E与
町
巾

の
で
あ
れ
ば
分
配
に
加
え
ら
れ
、
信
用
を
与
え
て
い
な
け
れ
ば
、
所
有
物
取
戻
が
で
き
る
)
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中

世
の
法
学
は
、
信
用
売
買
の
売
主
に
不
利
な
解
釈
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
当
時
は
信
用
売
買
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
た
な
か
っ

た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
ボ
ワ
イ
エ
の
見
方
で
あ
る
(
匂
・
包
印
)
。

と
こ
ろ
で
、
二
ハ
世
紀
に
な
っ
て
信
用
売
買
が
次
第
に
活
発
に
な
っ
て
く
る
と
、
伝
統
的
な
考
え
方
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
経
済

活
動
の
要
請
に
法
学
者
た
ち
は
一
般
的
に
は
十
分
応
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
解
除
を
広
く
認
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
コ
ナ
ン

や
デ
ュ
・
ム

l
ラ
ン
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
解
除
一
般
に
つ
い
て
い
え
ば
、
円
。
ロ
門
出
門
広
0
0
σ
B
E
E
B
を
コ
ナ
ン
は
、
印
可
ロ
白
】
E
m
g白
(
牽
連
性
)

の
共
通
性
か
ら
、
売
買
と
賃
約
を
除
く
有
名
契
約
に
も
認
め
(
。
。

B
E
g
g巴
E
ユ凹
n-air-
戸
一

re--な
お
、

(
U
〉
虫
、
H
Y

〉
Z
H
J
8・門戸

口。

F
E
-
口
。
コ
参
照
|
|
、
売
買
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
に
は
代
金
の
支
払
が
あ
る
ま
で
は
目
的
物
の
所
有
権
が
移
転
し
な
い
と
述
べ
、
そ
れ
が

「
契
約
の
本
性
か
ら

(
Z
S
E
E
n。
E
3
2
5
)
L
当
然
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
代
金
支
払
期
日
を
定
め
て
目
的
物
を
先
に
引
渡
し
た

場
合
は
、
買
主
を
信
頼
し
た
場
合
で
、
所
有
権
は
買
主
に
移
転
す
る
と
解
し
た
お
oロロ田口

5
・
0匂
-
n
-
f
g
-
i・
5
一∞
O
J門
別
戸
。
u
-
n
F
-
u

ze。
ま
た
、
デ
ュ
・
ム

l
ラ
ン
は
、
売
買
に
お
い
て
引
渡
し
後
は
所
有
物
取
一
戻
は
で
き
ず
、
代
金
請
求
し
か
で
き
な
い
と
定
め
る
の
・

ω
-
S・巳

を
、
有
名
契
約
一
般
に
砿
張
し
て
、
賃
借
入
が
賃
借
物
を
不
正
利
用
し
た
り
賃
料
不
払
い
の
場
合
に
も
、
所
有
物
取
戻
し
た
が
っ
て
賃
借
入
の
追

出
し
は
で
き
ず
、
損
害
賠
償
し
か
請
求
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
、
し
た
が
っ
て
、
解
除
の
可
能
性
を
広
げ
た
と
も
見
れ
る
が
、
信
用

売
買
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
有
物
取
戻
を
認
め
な
か
っ
た
(
宮

o
-
E
R
g
-
Z
0
4白
2
自由】

3
-
g
巾

M
1
-
s
z。
E
官
庁
見
骨
〈

qσ
・
o
z・ロ・

印
∞
一
回
。
J

円何回出・。匂

-af
℃・

ω
h
p
N
2
∞・)。

こ
の
経
済
生
活
の
需
要
に
法
を
適
合
さ
せ
る
う
え
で
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
パ
リ
・
パ
ル
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
信
用
売
買

の
買
主
が
支
払
不
能
に
な
り
、
買
主
が
占
有
す
る
売
買
目
的
物
が
他
の
債
権
者
に
差
押
え
ら
れ
た
場
合
の
売
主
の
代
金
債
権
の
確
保
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
解
除
し
て
も
売
主
の
訴
権
が
対
人
訴
権

l
l無
名
契
約
の
場
合
の

gロ島
2
Z
o
σ
2
5白
日
な
ど
ー
ー
ー
で
あ
れ
は
、
売
主
は
優
先
弁

済
権
を
も
た
な
い
。
一
五
八

O
年
の
改
正
パ
リ
慣
習
法
第
一
七
六
条
は
、
旧
法
ご
五
一

O
年
)
一
九
六
条
と
同
様
、
動
産
の
売
買
に
つ
い
て
、

そ
れ
に
支
払
期
日
の
定
め
が
な
い
場
合
に
は
、
代
金
弁
済
の
た
め
に
、
そ
の
動
産
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
売
主
が
追
求
権
を
も
っ
と
定
め
た
。
改
正

法
一
七
七
条
で
は
、
さ
ら
に
、
支
払
期
日
を
定
め
た
場
合
で
も
、
目
的
物
が
元
の
ま
ま
に
買
主
の
も
と
に
あ
っ
て
他
の
債
権
者
に
よ
り
差
押
え
ら

北法38(4・59)643



説論

れ
た
場
合
に
、
売
主
は
売
買
契
約
を
妨
げ
て
な
B
B
n
y巾
円
)
こ
の
目
的
物
か
ら
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
ら
れ
る
、
と
定
め
ら
れ
た

(
匂
・
目
印
)
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
改
正
に
、
一
五
七

O
年
以
後
の
パ
リ
・
パ
ル
ル
マ
ン
の
実
務
が
先
行
し
て
い
た
。
パ
リ
・
パ
ル
ル
マ
ン
は
、
一
七

七
条
を
さ
ら
に
不
動
産
に
拡
張
し
た
。
こ
の
優
先
弁
済
権

1
先
取
特
権
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
売
主
の
話
一
三
口
色
町
白
色
。
と
い
う
構
成
が
取
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
(
匂
・

8N)。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
形
で
、
所
有
権
の
な
い
買
主
か
ら
の
譲
受
人
た
る
第
三
者
保
護
の

た
め
の
所
有
権
の
い
わ
ゆ
る
即
時
取
得
制
度
も
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

e・
8
5。
解
除
の
こ
う
い
っ
た
特
殊
な
状
況
に
お
け
る
特
殊
な
効
果
(
第

三
者
効
)
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
単
な
る
牽
連
性
か
ら
の
帰
結

(gロ
在
三
芯

o
σ
S
E
E
B
)
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
黙
示
の
合

意
、
今
流
に
い
え
ば
い
わ
ば
所
有
権
留
保
と
い
う
効
果
を
も
も
っ
黙
示
の
合
意
と
い
う
構
成
に
な
じ
む
も
の
で
あ
っ
た
(
匂
・

ω
3
2
己
。

こ
う
し
た
過
程
は
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
進
行
し
た
。
ド
マ
の
解
除
論
が
、
注
の
(
臼
)
で
引
用
し
た
同
巳

F
-
H
吋
-

N
・ω
-
N
・
白
呂
の
所
有
権
移
転
時
期
の
問
題
も
含
め
て
、
以
上
に
見
た
発
展
の
終
局
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(ω)
句

-
H
-
F
H
吋
-
H
ω
・品・白

-
E・
裁
判
所
に
よ
る
解
除
と
い
う
構
成
も
、
黙
示
の
解
除
条
項
と
い
う
構
成
と
な
ら
ん
で
フ
ラ
ン
ス
解
除
法
の
特
殊

性
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ド
マ
は
、
明
示
の
解
除
条
項
に
つ
い
て
も
、
不
履
行
に
よ
っ
て
当
然
に
解
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
介
入
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
解
除
条
項
に
つ
い
て
の
芯
口
e

門
戸
増
田
・
日
の
注
が
即

-
E
を
指
示
し
て
い
る
。
ボ
ワ
イ
エ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ロ

1
マ
の
解

除
条
項
(
ぽ
凶

B
E
E
-∞
由
。
ユ
白
)
に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
趣
旨
は
、
不
履
行
か
ら
当
然
解
除
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
債
権
者
が
自

分
自
身
の
事
柄
に
つ
い
て
自
分
で
裁
判
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
と
の
こ
と
で
あ
る

(
O
U
・
♀
・
己
・
ち
C
)

。

(訂

)
H
U
-
-
F
-
H
-
H
E・
ω・
ω・白
N

・
な
お
、
忘
恩
に
よ
り
贈
与
を
撤
回
で
さ
る
こ
と
は
、
ド
マ
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
上
の
準
別
で
あ
る
(
戸
-
U
広
・
、
円

同-∞
-

H

・釦
-
N
・
)
。
隣
人
愛
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
忘
恩
行
為
を
行
っ
た
者
を
許
し
、
贈
与
を
維
持
し
、
も
っ
て
こ
の
者
を
徳
化
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
(
一
)
(
四
四
九
貰
)
で
見
た
よ
う
に
、
ド
マ
は
自
然
法
と
選
択
法
(
実
定
法
)
と
の
分
別
が
、
宗
教
の
法
と
国

制
の
法
と
の
分
別
と
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
と
捉
え
た
が
、
贈
与
の
撤
回
を
認
め
る
自
然
法
は
、
国
制
の
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
伺
)
自
己
の
利
害
を
第
一
と
し
て
行
動
す
る
人
間
の
例
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、
合
意
の
本
性
吉
田
仲
買
巾
号

E
gロ〈巾
E
Zロ
)
か
ら
要
求
さ
れ
る
通

常
の
義
務
を
変
更
す
る
合
意
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
た
と
え
ば
、
売
主
は
自
然
的
に
は
、
担
保
義
務
を
負
う
が
、
自
己
の
行
為
に
よ
る
も
の
以
外
の
す

べ
て
の
担
保
義
務
を
免
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
合
意
が
衡
平
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
契
約
当
事
者
の
特
別
な
動
機
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
こ
の
売
主
が
担
保
義
務
を
免
れ
て
い
る
の
は
、
よ
り
安
い
価
格
で
売
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
」
(
司
・
巳
「
巳
吋
・
「

ω・品・白
-
N
)

同
様
の
い
わ
ば
経
済
的
な
考
慮
は
、
可

-H-F-H・吋
-
N
・
ω・
5
・
出
・
吋
・
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。
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(
印
)
解
除
を
例
に
と
る
と
、
国
法
で
問
題
に
す
る
の
は
、
支
払
不
能
に
な
っ
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
買
主
か
ら
売
主
が
い
か
に
し
て
安
全
に
代
金
を

回
収
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
隣
人
愛
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
例
を
い
わ
ゆ
る
「
正
当
価
格
」
の
問
題
か
ら
取
ろ
う
。
同
》
-
F
F
・-、
H
J
N

・
ω・
ω
・
で
買
主
の
義
務
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
冒
頭
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
買
主
の
売
主
に
対
す
る
主
要
な
義
務
(
胃
Z
n
e巳

g官
官

B
g同
)
は
、
人
間
性

(
F
E
M
E
-
R川
)
の
義
務
、
す
な
わ
ち
、

売
主
の
困
窮
を
奇
貨
と
し
て
安
い
値
段
で
買
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
自
然
法
上
の
義
務
で
あ
る
[
レ
ヴ
ィ
記
二
五
・
一
四
]
。
し
か
し
、
物
の
正

当
価
格
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
、
物
が
正
当
価
格
で
売
ら
れ
て
い
な
い
売
買
は
す
べ
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

あ
ま
り
に
頻
繁
に
不
都
合
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
国
法
は
、
売
買
代
金
に
つ
い
て
、
買
主
の
不
正
に
目
を
つ
ぶ
り
、
た
だ
正
当
価
格
の
半

額
よ
り
安
い
価
格
の
不
動
産
売
買
だ
け
別
扱
い
と
し
て
い
る
。
」
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
町
ロ
ヨ
白
色
広
の
義
務
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、

(
ご
四
二
九
頁
注

(
8
)
で
、
家
父
の
奴
隷
や
子
に
対
す
る
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
の
あ
る
者
の
力
の
無

い
者
に
対
す
る
あ
る
べ
き
関
係
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
己
の
代
々
の
家
産
さ
え
も
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
早
急
に
売
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
困
窮
し
た
売
主
と
買
主
の
関
係
は
、
ま
さ
に
力
に
差
の
あ
る
関
係
で
あ
り
、
貿
主
に
F
Z
B
国
三
芯
が
要
求
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
で
、

F
C
B
白
包
丹
市
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
(
「
神
学
大
全
」
第
二
・
二
部
第
八

O
問
唯
一
項
異
論
解
答
二
)
、
交
換
的
正

義
の
支
配
し
な
い
領
域
で
妥
当
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
己
の
利
害
を
第
一
と
す
る
者
の
関
係
を
律
す
る
国
法
、
つ
ま
り
訴
訟
の
法
を
支
配
す

る
の
は
、
基
本
的
に
交
換
的
正
義
で
あ
る
。
ト
マ
ス
も
、
国
法
上
の
莫
大
損
害
と
は
区
別
さ
れ
た
、
「
正
当
価
格
」
の
義
務
を
、
「
高
潔
な
人
、
君

子

(gsm吉
田
)
」
の
義
務
と
し
て
い
る
。
第
二
・
二
部
第
七
七
問
第
一
項
異
論
解
答
て
稲
垣
良
典
訳
『
神
学
大
全
日
』
(
創
文
社
・
一
九
八
五

年
)
三
七

O
頁
参
照
。
君
子
と
は
、
行
為
か
ら
見
返
り
に
得
ら
れ
る
利
益
の
た
め
に
行
為
す
る
者
で
は
な
く
、
行
為
そ
れ
自
体
の
う
る
わ
し
さ
の

ゆ
え
に
行
為
す
る
者
で
あ
る
。
エ
テ
イ
エ
ン
ヌ
・
ジ
ル
ソ
ン
(
服
部
英
次
郎
訳
)
『
中
世
哲
学
の
精
神
(
下
)
』
(
筑
摩
書
房
一
・
一
九
七
五
年
)
一
五

八
頁
参
照
。
大
村
敦
志
「
契
約
成
立
時
に
お
け
る
『
給
付
の
均
衡
』
(
二
)
」
『
法
学
協
会
雑
誌
』
一

O
四
巻
ご
九
八
七
年
)
二
四
五
頁
は
、
ポ
テ
ィ

エ
が
良
心
の
法
廷
に
お
け
る
正
当
価
格
の
問
題
と
外
面
の
法
廷
に
お
け
る
莫
大
損
害
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

考
え
方
は
ポ
テ
ィ
エ
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ド
マ
に
も
ト
マ
ス
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
・
自
然
法
論
の
伝
統
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

(
叩
)
時
効
に
つ
い
て
、
金
山
直
樹
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
制
定
前
の
時
効
理
論
(
中
)
」
『
判
例
タ
イ
ム
ス
』
五
五
一
号
(
一
九
八
五
年
)
二

O
O頁、

二
O
六
頁
注

(
M
)
、
正
当
価
格
に
つ
き
、
大
村
前
掲
箇
所
(
注
伺
)
、
そ
の
他
、
大
川
四
郎
「
ロ
ベ
ー
ル
・
ジ
ョ
セ
フ
・
ポ
テ
イ
エ
の
邪
利
息
論
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説論

に
つ
い
て
の
一
試
論
こ
)
」
『
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
』
一
一
四
号
(
一
九
八
七
年
)
七
七
頁
。
な
お
、
金
山
前
掲
二

O
六
頁
注
(
日
)
は
、

「
ポ
テ
ィ
エ
は
自
然
債
務
も
『
完
全
な
債
務
』
(
ロ
ロ
巾
。
豆
町
関
白
丘
O
D
匂
阻
止
包
芯
)
と
し
て
、
良
心
の
裁
き
に
お
い
て
さ
え
も
権
利
・
義
務
を
生
ぜ
し

め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
神
に
対
す
る
責
任
だ
け
が
あ
る
『
不
完
全
債
務
』

(Eσ正色
8
5官
民
色
丹
a
i
l
-
た
と
え
ば
隣
人
愛
や
感
謝
の
義
務
ー
ー

と
の
区
別
(
法
と
法
外
の
区
別
)
を
な
し
、
後
者
を
叙
述
の
対
象
外
に
お
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
テ
イ
エ
は
、
「
不
完
全
債
務

は
、
人
に
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
い
か
な
る
権
利
も
与
え
な
い
。
良
心
の
法
廷
に
お
い
て
も
」
(
斗

E
安
川
色
町
田
。
立
紅
白
同

Z
E岨
ロ
。
巴
叶
)
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
良
心
の
法
廷
で
い
か
な
る
義
務
も
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
ご
」
の
債
務
は
、
本
物
の
義
務
(
誌
ユ

g
E命

。
豆
町
拘
丘
町
内
)
ロ
)
で
あ
っ
て
、
金
持
ち
が
こ
の
義
務
を
果
さ
な
い
な
ら
、
非
常
に
重
い
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
(
志

n
y
R
可

g
m江
市

2
5
8同
)
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
志
岳

R
は
、
ラ
テ
ン
語
の
宮

R
R巾
と
同
様
に
、
良
心
の
法
廷
、
煩
罪
の
法
廷
で
赦
し
を
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
罪
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
不
完
全
債
務
は
、
良
心
の
法
廷
に
お
い
て
、
権
利
を
生
む
こ
と
は
な
い
が
、

義
務
を
生
じ
さ
せ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
良
心
の
法
廷
に
お
け
る
義
務
と
は
、
何
よ
り
も
、
神
に
対
す
る
義
務
だ

と
い
う
こ
と
も
、
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
良
心
の
法
廷
を
、
購
罪
の
告
解
の
秘
蹟
の
場
だ
け
と
考
え
る
と
、
ポ
テ
イ
エ
の
い
う
良
心
の
法
廷
に
お
け
る
権
利
と
い
う
の
は
、

理
解
し
が
た
い
も
の
と
な
る
。
神
の
代
理
人
た
る
聴
罪
師
と
罪
人
と
だ
け
で
行
わ
れ
る
告
解
で
は
、
義
務
は
考
え
ら
れ
で
も
権
利
は
考
え
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
筆
者
は
、
「
福
音
に
基
づ
く
告
発
(
号
ロ
ロ
ロ
同
町
田
氏
。
巾
〈
白
ロ

mo--g)」
、
な
い
し
、
そ
の
名
残
り

で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
。
さ
し
あ
た
り
、
国

-noEPHW認
]
山
岳

2
E
q
g
E
z
b
g
s
s
s
同
言
語

S
.
s
oご
z
n
S
S
E
-
F
E
一

広巾

g
w
c
g
s
s町
内
な
み
H
A
E
-
S
N
R
N
C忌
H
M
h
S
F
S
H町
、
河
内
忌
与
玄
宮
。

E
t
s
h叫
N.q一寺町内
phw
〈。
-
-
N
(司
『
田
口
疋
ロ
ユ
白
・
冨

J
E∞N)
・匂
-
H
m
∞

巾同
me
に
よ
っ
て
、
内
庁
ロ
ロ
ロ
巴
釦
件
目
。
宮
田
口
問
巾
ロ

g
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
こ
れ
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
一
八
章
一
五

l
一
七
節
「
も
し
あ
な
た
の
兄

弟
が
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
行
っ
て
二
人
だ
け
の
聞
で
、
彼
を
い
さ
め
な
さ
い
。
も
し
彼
が
あ
な
た
の
き
一
口
う
こ
と
を
聞
け
ば
、
あ
な
た
の
兄
弟
を

得
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
あ
な
た
の
言
う
こ
と
を
間
か
な
け
れ
ば
、
ほ
か
に
一
人
か
二
人
を
、
い
っ
し
ょ
に
連
れ
て
行
き
な
さ
い
。
『
す
べ
て
の
こ

と
は
二
人
ま
た
は
三
人
の
証
言
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
な
る
』
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
言
う
こ
と
も
聞
か
な
け
れ
ば
、
教
会
に
申
し
出
な

さ
い
。
も
し
教
会
の
言
う
こ
と
も
聞
か
な
い
な
ら
ば
、
彼
を
異
邦
人
や
懲
税
人
と
同
様
に
み
な
し
な
さ
い
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
(
℃
-EH)
。

こ
れ
が
制
度
化
さ
れ
だ
す
の
は
、
一
二
世
紀
で
、
教
会
の
矯
正
・
懲
戒
権
に
属
す
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
購
罪
の
秘
蹟
と
同
じ
権
能
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
(
。
・

5
0
2
己
。
罪
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
場
合
|
|
た
だ
し
、
弁
論
主
義
は
働
か
ず
、
職
権
審
理
も
可
能

(
U
-
H
E
2
∞・)
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ー
ー
に
は
、
破
門
を
い
わ
ば
脅
し
と
し
て
間
接
的
に
履
行
を
強
制
さ
せ
る
。
門
町

E
E
E
H
-
0
2
g
m
m
r白
は
、
世
俗
の
法
廷
あ
る
い
は
教
会
の
外

面
の
法
廷
に
対
し
て
補
充
的
な
も
の
で
、
相
手
方
の
圧
力
等
で
法
廷
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
自
然
債
務
の
場
合
、
あ
る
い

は
、
教
会
犯
罪
(
円
ユ

B
g
R
n
-
B
E
2
-
2
5
)
の
場
合
に
可
能
で
あ
る
(
匂
・

5
∞
2
m・
)
。
こ
こ
で
の
準
拠
法
は
神
の
法
お
よ
び
自
然
法
で
あ
る

(匂・

5m)
。
本
稿
で
扱
う
、

2
5白
の
な
い
合
意
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
宣
誓
か
ら
生
ず
る
自
然
債
務
は
、
円
同
巾
ロ
ロ
ロ
昨
日
何
回
昨
日
。
雪
国
ロ
阿
佐

g

に
よ
っ
て
救
済
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
(
匂
・
=
。
)
、
ま
た
、
未
成
年
者
の
契
約
に
よ
り
生
ず
る
自
然
債
務
も
こ
こ
で
議
論
さ
れ
た
(
旬
・
口
白
)
。

な
お
、
教
会
法
は
、
罪
に
差
異
を
も
う
け
て
、
す
べ
て
の
罪
が
骨
ロ

Z
E
s
t
o
巾〈同ロ肉巾ロ

g
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
た
(
匂
・
口
町
)
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
ポ
テ
イ
エ
の
い
う
、
良
心
の
法
廷
に
お
け
る
権
利
と
は
、
円
凶
巾

HMEEE昨日。

2
-
g
m巾ロ
g
が
で
き
る
権
利
と
考
え
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
コ

1
イ
ン
グ
は
、
仏

gczsz。ゆ〈開門戸
jm巾
ロ
門
戸
が
大
陸
で
は
一
六
世
紀
中
に
消
滅
し
た
と
述
べ
て
い
る
(
匂
・
見
叶
)
の
で
、

こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
筆
者
の
仮
説
は
極
め
て
解
決
困
難
な
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
門
戸
ル
フ
ェ
!
ヴ
ル
は
、
『
カ
ノ
ン

法
辞
典
』
(
五
巻
五
五
七
欄
以
下
)
で
、
こ
れ
が
近
世
に
道
徳
の
領
域
で
存
続
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ち
な
み
に
、
コ

l
イ
ン
グ
の
前
掲
論
文
は
、
同
ν
・
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
、
巧
・

ω・ホ
l
ル
ズ
ワ

l
ス
、
巧
・
吋
・
パ

l
パ
l
、
デ
・
ル
カ
ら
の
研
究
を
受

け
て
、
骨
ロ
ロ
ロ
色
白
同
一
。

2
2
m巾ロ
2
と

2
E
Q
裁
判
所
の
影
響
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
極
め
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

こ
う
い
っ
た
方
向
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
く
。

(
九
)
、
「
吋
回
目
広
母
由
。
豆
一
関
白

H
Z
5・
ロ
。
包
「
内
面
の
法
廷
に
お
い
て
は
、
最
も
厳
格
で
、
最
も
細
心
綿
密
な
誠
実
さ
(
由

Enm『
x
m
U
立
5
巾凶

R
5
2

-目立

5
R
B
U
Z
5巾
)
か
ら
少
し
で
も
逸
脱
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
こ
の
[
契
約
を
支
配
す
る
]
信
義
に
反
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

取
引
の
目
的
物
に
関
す
る
こ
と
で
、
私
の
契
約
相
手
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
契
約
相
手
に
隠
す
だ
け
で
、

こ
の
信
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
『
わ
れ
わ
れ
自
身
と
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
を
愛
せ
』
と
命
じ
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
相
手
の
立
場
に
あ
っ
た
な
ら
隠
し
て
ほ
し
く
な
い
と
思
う
こ
と
を
、
相
手
に
対
し
隠
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

外
面
の
法
廷
に
お
い
て
は
、
一
方
当
事
者
は
、
自
己
の
契
約
相
手
が
こ
の
程
度
に
軽
く
信
義
に
反
し
た
と
い
う
こ
と
を
訴
え
て
も
、
聞
き
入
れ

て
も
ら
え
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
非
常
に
多
く
の
合
意
が
取
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
過
度
に
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
そ
し
て
取
引

に
混
乱
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
外
面
の
法
廷
に
お
い
て
、
本
物
の
詐
欺
と
認
め
ら
れ
、
契
約
の
解
除
(
吋
巾
R
2
2ロ
)
を
許
す
に
十
分
な
詐
欺
は
、

信
義
を
公
然
と
損
う

(
E
m
g
R
。己〈

R
5
5
8
C
も
の
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
方
当
事
者
が
相
手
方
に
契
約
を
結
ば
せ
る
た
め
に
用
い
た
、
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説論

す
べ
て
の
欺
岡
(
ヨ
釦
己
〈
回
目
印
巾
自
白
ロ

0
2
3巾
)
、
偽
装
(
自
白
ロ
〈
包
回
釦
邑
mnm)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
欺
聞
は
十
分
に
証
明
さ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
η
)
O
匂
・
巳
同
-w
ロ
。
包
「
す
べ
て
の
損
害
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
契
約
を
不
衡
平
な

(
-
E
A
C
巾
)
も
の
に
し
、
し
た
が
っ
て
、
取
庇

あ
る
も
の
に
し
、
ま
た
、
内
面
の
法
廷
は
、
正
当
価
格
ま
で
補
充
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、
外
面
の
法
廷
で
は
、
成
年
は
、
損
害

が
莫
大
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
損
害
を
理
由
に
し
て
合
意
の
解
除
を
訴
え
て
も
、
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
取
引
の
安
全
と

自
由
(
凹
骨
2
m
R
Z
σ
巾ユ
m
a
z
g
B
B
q
n
m
)
の
た
め
に
賢
明
に
も
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
取
引
の
安
全
と
自
由
と
は
、
合
意
を
容
易
に

解
除
で
き
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
契
約
相
手
が
損
害
を
受
け
た
と
い
う
想
定
の
も

と
に
す
ぐ
に
訴
訟
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
て
、
あ
え
て
契
約
し
よ
う
と
は
思
わ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
」

な
お
、
注
(
的
)
参
照
。

(刀

)
g
E
E
Z三
2
2
&
の
訳
語
を
「
双
務
契
約
」
と
す
る
と
、
要
物
片
務
契
約
が
入
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
か
ら
生
ず
る
債
務
関
係
は
、

与
え
る
と
い
う
先
給
付
を
コ

1
ズ
と
す
る
も
の
で
、
円
。
ロ
可
由
主
ロ

g
g弘
に
入
る
。
ま
た
、
「
有
償
契
約
」
と
す
る
と
、
使
用
貸
借
、
無
利
息
消
費

貸
借
な
ど
の
無
償
契
約
が
入
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
要
物
片
務
契
約
で
述
べ
た
と
同
様
、

g
E
E
Z異
常
巾
印
私
に
入
る
。
結
局
、
給

付
な
い
し
危
険
の
負
担
が
相
方
的
だ
と
い
う
意
味
で
、
「
相
方
的
な
契
約
」
と
さ
し
あ
た
り
訳
し
て
お
く
。

(
刊
)
。
匂

-n-f
ロ
。
お
ち
な
み
に
、
ド
マ
と
の
比
較
で
い
え
ば
、

B
5田
町
一
口
丘
町
の
考
え
方
が
有
名
(
有
償
)
契
約
一
般
に
つ
い
て
も
貫
徹
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
贈
与
に
つ
い
て
、
抽
象
的
に
寛
厚
の
意
図
を
コ

l
ズ
と
し
て
い
る
点
で
、
現
代
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
コ

l
ズ
の
定
式
が
ポ
テ
ィ

エ
に
認
め
ら
れ
る
。
現
代
の
定
式
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
山
口
俊
夫
『
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
』
(
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
六
年
)
四
五
頁

参
照
。
ポ
テ
ィ
エ
以
前
に
、
か
か
る
定
式
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
残
念
な
が
ら
確
認
し
て
い
な
い
。
な
お
、
注
(
臼
)
参
照
。

(
布
)
吋

E
E叩
母
国
号
ロ
由
巳
。
ロ
凹
角
川
口
丹
3
・4
5・
え
た
「
承
諾
と
承
諾
の
制
式
(
凹
o-巾
ロ
ロ
宮
山
色
巾
で
回
目
巾
主
主
-oロ
)
と
を
分
別
す
べ
き
で
あ
る
。

承
諾
は
、
受
贈
者
が
贈
与
に
対
し
与
え
る
同
意

(
g
E
S
S
B
B
C
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
贈
与
の
有
効
要
件
と
し
て
国
法
が
要
求
す

る
た
ん
な
る
方
式

Q
R百
四
)
で
は
な
い
。
承
諾
は
、
贈
与
そ
れ
自
体
の
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
贈
与
は
、
贈
与
者
と
受
贈
者
と
の

合
意
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
両
当
事
者
の
同
意
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
(
な
ぜ
な
ら
)
合
意
と
は
、
同
一
の
決
定
に
対
す
る
こ

人
の
同
意
な
の
で
あ
る
か
ら
お
。
ロ
〈
g
c
o
(自
由
ヨ
)
巾
卑
仏
戸
H
o
g
s
-口
広
巾
円
目
立
同
門
戸

E
5
8ロ印
g
∞5)。』

承
諾
の
制
式
と
は
、
受
贈
者
の
承
諾
の
表
示
(
巾
M
U
2
8
2ロ
)
で
あ
り
、
贈
与
証
書
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
表
示
は
、
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ジャン・ドマの loisde la religionとloisde la police (2・完)

わ
れ
わ
れ
の
法
律
が
要
求
す
る
制
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
自
然
法
で
贈
与
が
問
題
に
な
る
の
だ
と
す
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
表
示
は

な
く
と
も
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
純
粋
な
自
然
法
に
よ
れ
ば
、
承
諾
は
、
明
示
さ
れ
な
く
と
も
、
黙
示
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
方
法
で
示
さ

れ
て
い
れ
ば
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

(
河
)
。

HV-nx・
唱
え
∞
∞
「
贈
与
が
あ
る
特
定
の

(
8
3包
ロ
)
奉
仕
に
対
す
る
報
酬
(
吋
m
n
c
g宮
口
田
町
)
と
し
て
な
さ
れ
、
し
か
も
、
こ
の
奉
仕
を
贈
与

証
書
が
指
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
問
題
は
よ
り
難
し
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
い
う
贈
与
で
も
、
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
報
酬
の
対
象
で
あ
る
奉
仕
が
、
特
定
し
て
い
る
と
は
い
え
、
金
銭
に
評
価
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
受
贈
者
が
贈
与

者
に
対
し
、
報
酬
を
与
え
る
よ
う
に
と
請
求
で
き
る
い
か
な
る
訴
権
も
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
奉
仕
に
報
い
る
た

め
に
な
さ
れ
た
贈
与
は
、
単
純
な
贈
与
ほ
ど
完
全
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
贈
与
に
か
わ
り
は
な
い
。
贈
与
者
が
与
え
る
必
要
が
な
い
の
に

与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
強
制
す
る
権
利
が
な
い
の
に
為
さ
れ
た
寛
厚

2
5
2と
円
昨
日
ロ
ロ
-
Z
E
g
n
c
m巾ロ
Z
P
2白
)
が
あ
る
。

贈
与
に
よ
る
報
酬
の
対
象
で
あ
る
奉
仕
が
特
定
の
も
の
で
、
金
銭
に
評
価
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
奉
仕
の
価
額
が
贈
与
さ
れ
た
も
の

よ
り
価
値
が
低
い
場
合
に
は
、
こ
れ
は
な
お
贈
与
で
あ
り
、
登
録
が
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
受
贈
者
に
は
、
彼
が
な
し
た
奉
仕
の
正

当
価
格
の
支
払
を
請
求
す
る
訴
権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
る
。

奉
仕
の
価
額
が
贈
与
さ
れ
た
も
の
の
価
値
と
同
じ
場
合
。
こ
の
場
合
に
は
、
報
酬
の
た
め
の
贈
与
(
号
口
問
巴
。
ロ
芯
ヨ
ロ
ロ

m
E宮
町
巾
)
は
た
だ
名

前
だ
け
の
こ
と
で
、
た
と
え
公
証
人
が
贈
与
と
性
質
決
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
実
は
、
報
酬
の
た
め
の
贈
与
で
は
な
く
、
代
物
弁
済
(
仏
丘
町
O
口

市
ロ
宮
ぽ

5
8同
)
で
あ
り
、
贈
与
物
を
奉
仕
の
価
額
と
し
て
弁
済
す
べ
き
額
を
代
価
に
し
て
売
却
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
行

為
は
、
登
録
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
」

な
お
、
金
銭
に
評
価
で
き
な
い
奉
仕
の
報
酬
は
、
贈
与
で
な
け
れ
ば
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
ロ
ー
マ
に
遡
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
原
田
慶
吉
『
ロ

l
マ
法
の
原
理
』
(
弘
文
堂
・
一
九
五

O
年
)
一
三
頁
以
下
参
照
。

(
打
)
、
吋
吋
包
広
母
由
。
区
一
阿
国
同
円
。

5
・ロ。

ω吋
「
す
べ
て
の
射
倖
契
約

(noロ
可
伊
丹
田
原
田

g町
四
)
も
同
様
で
あ
る
[
損
害
を
理
由
と
し
て
回
復
請
求
(
吋

2
辛口目

片
山

O
ロ
)
が
で
き
な
い
]
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
よ
っ
て
契
約
の
一
・
方
当
事
者
が
負
担
す
る
危
険
が
金
銭
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
し
か
し
、
何
が
正
当
価
格
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
終
身
定
期
金
契
約
、
保
険
契
約
等
に
お
い
て
、
損
害
を
理
由
と
す
る
解
除
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」

(
花
)
コ

1
ズ
と
金
銭
に
評
価
で
き
る
利
益
と
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
、
今
世
紀
の
ネ
オ
・
コ

1
ザ
リ
ス
ト
の
一
方
の
旗
頭
で
あ
る
、
ジ
ヤ
ツ
ク
・
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説呈a‘
日冊

モ
l
リ
ー
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
モ

l
リ
1
は
、
自
然
債
務
の
履
行
と
負
担
附
贈
与
の
分
析
を
通
し
て
、
有
償
契
約
と
は
、

各
債
務
に
経
済
的
対
価

(2巳
4
丘
町
三

m
gロ。
B
E
C巾
)
す
な
わ
ち
金
銭
に
評
価
で
き
る
対
価

(m宮
守
色
町
三
志

2
E包
括

g
m
R
S℃
芯
円
山
田
宮
巾
)

が
あ
る
も
の
、
無
償
契
約
と
は
、
一
方
当
事
者
が
精
神
的
利
益
(
円
三
母
9
5
2包
)
、
金
銭
に
評
価
で
き
な
い
利
益
し
か
も
た
な
い
も
の
、
と
分
別

し
た
(
。
匂
-
n
F
E買
回
ロ

2
・
2
・
u・叶
N
)

。
し
た
が
っ
て
、
負
担
附
贈
与
の
負
担
が
金
銭
に
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
負
担
は
有
償
契

約
の
コ

1
ズ
と
同
じ
扱
い
に
な
り
、
負
担
が
不
能
で
あ
れ
ば
、
こ
の
贈
与
は
コ

1
ズ
の
な
い
合
意
と
な
っ
て
無
効
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
団

体
が
学
校
設
営
の
た
め
に
地
方
公
共
団
体
に
贈
与
し
た
が
、
そ
の
後
、
法
律
が
こ
の
よ
う
な
学
校
を
禁
止
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
負
担
附
贈
与
は

コ
1
ズ
の
な
い
も
の
と
し
て
無
効
に
な
る
。
|
|
ニ

l
ム
控
訴
院
一
八
九

O
年
一
月
二

O
日
判
決
(
り
・
司
・
昆
戸
N

・
ロ
N
)
。

さ
ら
に
、
モ

l
リ
1
は
、
有
償
契
約
の
コ

l
ズ
を
「
意
欲
さ
れ
た
対
価

(
E
E〈
丘
巾
三
〈
。
三
巴
)
」
と
定
義
す
る
が
、
こ
れ
は
、
相
手
方
の
反
対

給
付
あ
る
い
は
負
担
す
る
危
険
と
い
っ
た
、
ポ
テ
ィ
エ
に
も
見
ら
れ
る
古
典
的
あ
る
い
は
契
約
の
本
性
か
ら
く
る
定
型
的
・
客
観
的
な
も
の
に
留

ま
ら
な
い
。
主
観
的
・
具
体
的
な
も
の
、
た
と
え
ば
売
買
の
目
的
物
の
一
定
の
性
質
も
、
対
価
の
形
態
(
出

m
R巾
)
を
取
れ
ば
、
す
な
わ
ち
両
当
事

者
に
よ
る
代
金
の
決
定
に
反
映
さ
れ
れ
ば
、
条
件
と
し
て
明
示
さ
れ
な
く
と
も
、
単
な
る
動
機
か
ら
コ

l
ズ
に
な
り
、
こ
の
性
質
が
無
け
れ
ば
、

コ
l
ズ
の
不
存
在
と
な
っ
て
無
効
と
な
る
。
こ
れ
が
、
本
質
に
関
す
る
錯
誤
宏
司

2
「由ロ『

m
z
g
g
R
S
で
あ
る
(
。
u・色丹
-wu-HB
ー
ロ
品
)
。

こ
の
よ
う
に
、
本
質
に
関
す
る
錯
誤
を
コ

l
ズ
と
結
び
つ
け
て
説
明
す
る
考
え
方
は
、
多
少
の
差
異
を
含
み
な
が
ら
も
、
ネ
オ
・
コ

l
ザ
リ
ス
ト

の
も
う
一
方
の
旗
頭
で
あ
る
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
に
も
認
め
ら
れ
、
今
日
ま
で
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
ゲ
ス
タ
ン
が
出
る
ま
で
、
錯
誤
論

の
通
説
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
己
・
の
回
開

ω、
口
戸
戸
田
口
。
巴
。
ロ
仏
が
司

E
吋仏国ロ∞

z
a
g
x
匂
g
E内
問

2
Z巾「

(
P
E∞
-
E口
)
・
司
・
吋
)
。
な
お
、

ネ
オ
・
コ

l
ザ
リ
ス
ト
は
、
モ

l
リ
l
に
し
ろ
、
ヵ
ピ
タ
ン
に
し
ろ
、
コ

l
ズ
を
契
約
の
本
性
か
ら
出
て
来
る
定
型
的
な
も
の
に
限
ら
ず
、
両
当

事
者
が
個
別
的
に
定
め
る
も
の
、
あ
る
い
は
共
通
に
前
提
に
し
て
い
る
も
の
を
も
コ

l
ズ
概
念
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
彼
ら
の
意

義
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
少
乱
暴
に
い
え
ば
、
コ

l
ズ
と
は
当
事
者
が
債
務
負
担
に
よ
っ
て
め
ざ
し
た
経
済
的
目
的
の
う
ち
両
当
事
者
の
合

意
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
野
村
豊
弘
「
私
、
法
上
の
錯
誤
(
フ
ラ
ン
ス
)
」
『
比
較
法
研

究
』
四
一
号
(
一
九
七
九
年
)
三
二

l
三
三
頁
が
、
「
共
通
の
具
体
例
」
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
、
錯
誤
者
の
相
手
方
の
問
題
な
ど
を
全
く
考
慮

し
て
い
な
い
の
は
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(
河
)
ポ
テ
ィ
エ
は
、
ド
マ
と
違
っ
て
、
自
然
法

(agx
ロ白

EZ-)
に
つ
い
て
、
特
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
本
来
な
ら
ば
、
門

-gp
ロ
R
R巳
の
用
例

す
べ
て
に
あ
た
っ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
で
き
な
か
っ
た
。
若
干
の
用
例
か
ら
、
あ
え
て
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
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売
買
契
約
の
準
則
が
す
べ
て
自
然
法
に
基
づ
く
と
い
う
場
合
(
吋

g
g
E
gロ
可
巳
母
〈

g
F
ロ。
N
)

に
は
、
自
然
法
は
内
面
の
法
廷
だ
け
で

な
く
外
面
の
法
廷
で
も
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
ド
マ
の
自
然
法
と
異
な
ら
な
い
。
他
方
、
無
効
な
債
務
関
係
に
宣
誓
が
付

加
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
宣
誓
の
内
面
の
法
廷
に
お
け
る
効
力
を
問
題
に
す
る
際
に
は
、
自
然
法
を
主
と
し
て
内
面
の
法
廷
に
お
い
て
効
力
を
も

つ
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
関
係
が
そ
の
目
的
物
(
。
Z
2
)
の
ゆ
え
に
無
効
に
な
る
場
合
に
は
、
宣
誓
が
内

面
の
法
廷
で
無
効
だ
と
断
言
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
こ
の
判
断
が
妥
当
す
る
の
は
、
目
的
物
が
自
然
法
に
よ
っ
て
不
法
と
な
る
場
合

に
限
ら
れ
ず
、
国
法
に
よ
っ
て
不
法
と
な
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
法
に
服
従
す
る
良
心
の
義
務
を
負
っ
て
お
り
、

宣
誓
と
い
え
ど
も
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
義
務
か
ら
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
(
吋
E
R
m
己

2
0立
広
忠

2
5・コ。
5
3
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
か
ら
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
自
然
法
が
内
面
の
法
廷
で
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
、
自
然
法
が
そ
れ
だ
け
で
外
面
の
法
廷

で
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
然
法
と
内
面
の
法
廷
と
の
密
接
な
関
係
は
十
分
に
推
測
で

者
三
。
。よ
り
一
般
的
に
近
世
自
然
法
論
を
考
え
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
、
グ
ロ

1
テ
イ
ウ
ス
の
自
然
法
論
に
影
響
を
与
え
た
ス
ペ
イ
ン
の
ジ
ェ
ズ
イ
ツ

ト
の
後
期
ス
コ
ラ
学
は
、
倫
理
神
学
つ
ま
り
主
と
し
て
内
面
の
法
廷
に
お
け
る
聴
罪
師
の
指
針
を
考
究
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
稿
(
一
)

四
四
九
頁
注
(
必
)
参
照
。
ま
た
、
最
近
の
大
沼
保
昭
編
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
(
東
信
堂
・
一
九
八
七
年
)
四
四
二
頁
等
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
「
た
と
え
神
な
か
り
し
と
も
」
妥
当
す
る
自
然
法
を
探
究
し
た
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
も
、
結
局
は
、
「
内
面
の
裁
き
(
宮
田
喜
U
E
5
2白
)
」
を
も

ち
だ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
|
|
ち
な
み
に
、
大
沼
編
前
掲
書
が

Z
E同
S
E
R
E
の
概
念
を
発
見
し
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
、
グ
ロ

l
テ
イ

ウ
ス
研
究
に
と
っ
て
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
著
者
ら
は
、
こ
れ
を
「
内
的
正
義
」
と
訳
し
て
歴
史
の
文
脈
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ

て
は
い
る
が
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
に
対
す
る
筆
者
の
書
評
(
『
法
制
史
研
究
』
三
七
号
所
収
予
定
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
同
・

出
C
m，一冨〉

zzw
出
口
問
。
。

E
巴

5
・
E
冨
・

ω吋
C
F
F一何回(巾門戸
)
H
U
S宮
崎
町
芯
常
可
凡
さ
ロ

-NhshHE・h
a
p
芸
sh崎
町
ミ
(
明
日
ロ
宵
E
2
白・富・い

2
3
・

匂・

2
も
吉
田
広
片
E
S
S自
由
を
向
。

E
B
5
8ロ
ロ
ヨ
と
解
し
て
い
る
。
|
|
ホ
ッ
プ
ズ
も
ま
た
、
自
然
法
を
内
面
の
法
廷
に
お
い
て
良
心
を
義
務
づ

け
る
も
の
と
考
え
た
。
水
田
洋
・
田
中
浩
訳
『
世
界
の
大
思
想
9
ホ
ッ
プ
ズ
・
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
(
国
家
論
)
』
(
河
出
書
房
新
社
二
九
七
四
年
)

一
O
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
成
瀬
治
『
近
代
市
民
社
会
の
成
立
』
八
六
頁
参
照
。
ち
な
み
に
、
ホ
ッ
プ
ズ
に
お
い
て
も
、
内
面
の
法
廷
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
と
同
様
、
宮
印
昨
日
n
注
目
。
(
成
義
、
義
認
)
に
関
係
す
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
プ
ズ
で
は
、
購
罪
・
悔
い
改
め
を
完
全
に
内
面
的
に
、
つ
ま

り
意
思
的
に
捉
え
て
い
て
、
聴
罪
師
へ
の
告
白

(
g
E
g包
O
)
、
罰
の
履
行
(
凹
丘
町
仏
国
一
位
向
)
)
と
い
っ
た
外
面
的
行
為
は
出
て
こ
な
い
。
い
い
か
え

北法38(4・67)651



説論

る
と
、
こ
の
点
で
も
、
秘
蹟
教
会
は
必
要
で
は
な
い
。
水
田
・
回
中
前
掲
訳
書
四

O
八
頁
参
照
。

内
面
の
法
廷
と
自
然
法
の
問
題
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
な
お
十
分
な
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
法

が
自
然
法
に
矛
盾
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
周
知
の
問
題
も
、
ま
ず
、
内
面
の
法
廷
で
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
稲
垣
良
典
訳
『
神
学
大
全
第
日

冊
』
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

(加
)

H
，E
X
m
仏
2

0

芝山関白ー昨日
0
ロ
印
唱
え
印
印
「
こ
こ
で
の
主
題
で
あ
る
原
理
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
『
当
事
者
の
一
方
が
自
己
の
た
め
に
要
約
す
る

も
の
だ
け
が
、
債
務
の
目
的
物
た
り
う
る
』
と
い
う
原
理
は
、
外
面
の
法
廷
で
の
み
、
そ
し
て
、
国
法
上
の
[
訴
求
可
能
な
]
債
務
(
。
豆
一
民
民
芯
ロ

n
一
三
ぽ
)
に
対
し
て
の
み
、
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
良
心
の
法
廷
に
お
い
て
は
、
余
が
汝
と
、
汝
が
あ
る
物
を
第
三
者
に

与
え
る
、
も
し
く
は
、
汝
が
第
三
者
の
た
め
に
あ
る
こ
と
を
為
す
、
と
合
意
し
た
場
合
に
、
こ
の
合
意
は
有
効
で
あ
る
。
こ
の
合
意
に
つ
い
て
余

が
有
す
る
利
益
が
、
金
銭
に
評
価
で
き
る
利
益
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
本
物
の
利
益
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
『
な
ぜ
な
ら
、
他
人
に

善
行
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
人
は
利
益
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る

(
Z
E
E
-
m
g日S
Z
8
5
2
包

Z
E
B
E
g
-ロ巾
B
Z
S
m
n
Z
丘
町
山
丘
)
。
』
第
三

者
に
対
す
る
純
粋
な
愛
情
と
い
う
こ
の
利
益
も
、
余
に
十
分
な
権
利
を
与
え
、
余
は
こ
の
権
利
に
よ
っ
て
、
汝
が
第
三
者
の
た
め
に
余
に
し
た
約

束
を
履
行
す
る
よ
う
に
と
、
汝
に
良
心
の
法
廷
で
要
求
し
、
ま
た
、
汝
が
こ
の
約
束
を
履
行
す
る
に
十
分
な
力
を
も
っ
て
お
り
、
第
三
者
も
、
自

己
の
た
め
に
余
に
約
束
さ
れ
た
も
の
を
喜
ん
で
受
け
取
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
汝
が
履
行
を
拒
む
場
合
に
は
、
汝
を
過
ち
あ
る
(
円
。
ロ
℃
同
'

zm)者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
、
余
の
利
益
は
、
金
銭
に
評
価
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
有
責
判
決
の
対
象
に
な
ら
な

い
も
の
で
あ
り
、
汝
が
余
の
約
束
を
怠
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
余
は
裁
判
所

(
E
σ
Zロ
巳
)
に
お
い
て
、
い
か
な
る
損
害
賠
償
も
請
求
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
汝
が
外
面
の
法
廷
に
お
い
て
、
実
を
負
う
こ
と
な
く
約
束
を
怠
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
の
権
能
は
、
国
法
上
の
債
務
を
認
め
る
に

は
障
害
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
自
然
債
務

(OE紅
巳
芯
ロ
ロ
民
民
巾
-Z)
を
認
め
る
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
」

過
怠
約
款
に
つ
い
て
は
、
ロ
。
訟
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
旧
民
法
典
財
産
一
線
第
三
二
三
条
参
照
。

(但
)

O
℃
-
n
-
F
唱
え
印
N

・

(
昭
)
妻
が
夫
権
の
下
に
あ
っ
た
時
に
金
銭
を
借
受
け
、
そ
の
後
に
寡
婦
に
な
っ
て
能
力
者
と
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
金
銭
の
返
還
に
つ
い
て
支
払
の
約

定

(
U
R
8
8
5
S主
将
司
、
同

sssh)
を
行
っ
た
場
合
。
こ
の
場
合
、
妻
の
負
う
債
務
は
国
法
に
よ
り
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
内
面
の
法
廷

に
お
い
て
は
効
力
が
あ
る
自
然
債
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
寡
婦
に
な
っ
て
支
払
う
旨
の
約
定
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
約
定
は
贈
与
で
は
な

く
、
独
立
の
支
払
約
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
国
法
上
効
力
を
も
っ
(
。
℃
・
門
戸
唱
え
怠
品
)
。
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(
部
)
。
匂

-nx・唱え
H
S

(
倒
)
債
務
の
目
的
物
が
不
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
債
務
が
無
効
な
場
合
に
、
宣
誓
が
無
効
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
(
口
。

E
3
は
、
す
で
に
見
た
。
注
(
河
)

参
照
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
も
少
な
く
と
も
中
世
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
す
っ
き
り
し
た
解
決
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
利
息
の

支
払
を
宣
誓
し
た
事
案
の
解
決
に
お
け
る
パ
リ
・
パ
ル
ル
マ
ン
の
苦
悩
が
物
語
っ
て
い
る
。
吋

ln
吋
円
冨
∞
〉
「

F
g
o
E紅
白
色
。

5

2
2
z
n
E巾
巴
何
回
向
苫
官
官

E
Yユ
苦
言
門
回
目
ロ
円
巾
含
℃
由
『

-
2
5ロ
門
(
出
口
。
出
〈

oaR-g)旬
。
B
-
H
(句
R
U・
5吋
ω)
・同)・

2
2
印
参
照
。
こ
れ

に
対
し
て
、
強
迫
に
よ
っ
て
約
束
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
強
迫
に
よ
っ
て
宣
誓
を
さ
せ
ら
れ
た
場
合
の
宣
誓
の
効
力
の
問
題
は
も
っ
と
難
し
い
。
ポ

テ
ィ
エ
は
、
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
、
教
皇
令
、
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
ト
マ
ス
の
考
え
方
を
批
判
す

る
他
は
、
特
に
論
評
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
グ
ロ

1
テ
ィ
ウ
ス
は
、
宣
誓
も
強
迫
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係

で
は
、
宣
誓
者
は
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
神
に
対
す
る
関
係
で
は
良
心
の
義
務
を
負
い
、
し
た
が
っ
て
宣
誓
を
履
行
す
べ
き
と
い
う
(
ロ
。
呂
∞
)
。

ト
マ
ス
は
、
同
じ
理
由
か
ら
履
行
義
務
を
負
う
と
す
る
が
、
履
行
後
に
給
付
し
た
も
の
の
回
復
(
耳
目
吾
三
芯
)
が
で
き
る
と
い
う
。
グ
ロ

1
テ
イ

ウ
ス
は
、
こ
う
い
っ
た
履
行
は
、
見
せ
か
け
の
履
行
で
、
こ
こ
に
は
履
行
の
意
図
が
な
い
と
批
判
し
、
ポ
テ
イ
エ
も
同
調
し
て
い
る
(
ロ
。

E
S
。

教
皇
令
も
、
神
に
対
す
る
関
係
で
は
宣
誓
は
守
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
強
迫
は
赦
す
こ
と
の
で
き
る
軽
い
過
ち
だ
と
し
て
い
る
(
ロ
。

ロO
)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ

1
フ
エ
ン
ド
ル
フ
は
、
神
に
対
す
る
関
係
で
も
宣
誓
を
履
行
す
る
義
務
が
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
も
し
宣
誓
を

履
行
す
れ
ば
、
相
手
方
は
、
強
迫
を
し
た
上
に
、
さ
ら
に
履
行
も
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
罪
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
宣
誓
を
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
神
に
対
し
義
務
を
負
っ
た
と
い
う
な
ら
、
約
束
し
た
も
の
を
敬
度
な
業

(
8ロ
〈
目
立
町
)
の
た
め
に
使
う
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
プ

1
フ
エ
ン
ド

ル
フ
の
考
え
で
あ
る
(
ロ
。
口
同
)
。
ポ
テ
イ
エ
自
身
は
、
ど
の
考
え
方
に
与
す
る
か
明
示
的
に
述
べ
て
い
な
い
。
彼
の
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
す
る

と
、
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
に
賛
成
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
て
決
め
手
に
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
〉
・
1
]

〉
河
Z
〉
C
0・
F
2
0
ユ
m
z
g
仏
on丹江口白
-
g
a
c
n。
仏
巾
円
守
口
町
『
田
口

2
2
(司由江田・

5
S
)噌
匂
一
-
N
C
叶
巾
仲
間
・
は
こ
れ
に
関
連
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ポ
テ
イ
エ
は
、
意
思
自
治
の
理
論
を
、
宣
誓
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
確
認
し
て
い
る
。
彼
の
時
代
で
も
な
お
、

宣
誓
が
債
務
関
係
を
よ
り
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ポ
テ
イ
エ
は
、
宣
誓
は
約
束
の
飾
り

2
2
2
8可
巾
)
に

す
ぎ
な
い
こ
と
、
債
務
関
係
は
そ
れ
自
体
と
し
て
効
力
を
も
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
視
点
を
み
ご
と
に
特
徴
づ
け
る
の
は
、
債
務
関
係

に
現
実
の
あ
る
い
は
適
法
な
基
礎
が
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
宣
誓
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
帰
結
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ま

た
、
『
同
意
の
み
が
拘
束
す
る

(ω
♀

5
8
5
8
2目
。
豆
町
主
)
』
と
い
う
格
律
が
、
世
俗
法
に
も
見
事
に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
感
じ
取
る
こ
と
の
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説論

で
き
る
歩
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ポ
テ
イ
エ
は
、
自
説
を
支
持
す
る
た
め
に
、
グ
ロ

l
テ
ィ
ウ
ス
と
プ

l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
の
一
吉
田
を
引
き
、
聖
ト
マ

ス
と
教
皇
た
ち
の
考
え
に
反
対
し
て
い
る
。
」
こ
れ
で
は
、
あ
ま
り
に
組
雑
で
あ
る
。
民
法
典
の
学
説
史
的
起
源
を
論
じ
た
い
な
ら
、
思
想
史
に
走

る
前
に
、
も
っ
と
学
説
史
に
沈
潜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
邸
)
ヴ
ェ
ル
ナ
l
・
フ
ル

l
メ
が
、
「
私
的
自
治
は
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
限
定
さ
れ
た
数
(
ロ
ロ

B
q
g
n
-
2
2印
)
の
行
為
類
型
と
法

律
関
係
の
枠
内
で
の
み
展
開
可
能
で
あ
る
」
(
巧

-
E
h宮
戸
匡
]mg邑
ロ
句
吋
巾
口

a
g
E晶
巾
忌

n
F
S
河

R
F
F
N
-
∞仏

-
F止
ま
m
g
n
E
P・M
・

〉
Z
2
・
(
∞
巾
ユ
戸
田
巾
広
巳
σ
巾円
m・
2
9司
J

ヘR
W
Lヨ印
)

w

匂
-
N
)

と
い
う
と
き
の
、
「
法
秩
序
L

と
は
、
制
定
法
に
限
ら
ず
、
ま
さ
に
本
文
で
述
べ
た

よ
う
な
意
味
の
自
然
法
を
も
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
星
野
英
一
「
契
約
思
想
・
契
約
法
の
歴
史
と
比
較
法
」
『
岩
波
講
座
基
本

法
学
4
契
約
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
八
三
年
)
三
七
頁
が
、
「
法
律
実
証
主
義
の
匂
い
を
か
な
り
強
く
残
し
て
お
り
し
(
傍
点
筆
者
)
と
い
う
批
判
を

す
る
の
は
あ
い
ま
い
な
言
い
廻
し
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
あ
た
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
七
四
頁
注
(
閉
山
)
も
参
照
。
な
お
、

フ
ル

l
メ
の
私
的
自
治
と
法
秩
序
詳
細
に
つ
い
て
的
確
に
紹
介
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
吉
岡
祥
充
寸
W
・
フ
ル

l
メ
の
法
律
行
為
論
に
関
す
る
一

考
察

l
ー
ラ

l
レ
ン
ツ
行
為
基
礎
論
と
の
比
較
を
通
し
て
|
|
(
二
・
完
)
」
『
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
』
三
二
巻
二
号
(
一
九
八
五
年
)
二
八

六
頁
以
下
が
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ル

l
メ
自
身
が
、
こ
う
い
っ
た
法
観
が
サ
ヴ
イ
ニ

l
を
通
じ
て
ロ

1
マ
以
来
の
法
学
の
伝
統
に
立
脚
す
る
も
の

だ
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
。
。
者
O
Y
ロ
z
a
z
z
n
z
zロ仏

5
5
2
n
F
g
m
R
Z
W
(
O立白色
g
w
E叶
印
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ロ

1
マ

以
来
の
法
学
(
の
討
議
)
に
基
礎
を
置
く
法
の
伝
統
に
つ
い
て
は
、
小
菅
芳
太
郎
の
定
式
、
拙
稿
「
〉
NOEmω
ロ
5
5白
z
n
-
N・
5
」
本
誌
三
八

巻
二
号
三
二
四
頁
注
(
H
H
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
申
苅
)

〔
付
記
〕
本
稿
(
一
)
注
(
却
)
四
四
一
頁
一
五
行
目
「
「
法
論
」
の
意
味
の
理
性
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
、
グ
心
情
。
な
い
し
か
意
思
。
で
あ
ろ
う
」
は

不
適
切
で
あ
っ
た
。
「
「
法
論
」
の
意
味
の
理
性
と
い
う
の
は
、
心
情
な
い
し
意
思
と
結
び
つ
い
た
理
性
で
あ
ろ
う
」
と
改
め
る
。
な
お
、
「
理
性
」

と
「
意
思
」
と
の
関
係
は
、
中
世
哲
学
史
上
の
難
問
で
あ
り
、
門
外
漢
の
筆
者
に
と
っ
て
到
底
論
じ
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
に
関
連
す
る

認
識
論
の
問
題
を
理
解
す
る
よ
で
は
、
山
田
晶
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
根
本
問
題
・
中
世
哲
学
研
究
第
一
』
(
創
文
社
・
一
九
七
七
年
)
所
収
の

第
四
論
文
「
求
め
る
神
の
知
り
方
L

お
よ
び
第
七
論
文
「
真
理
の
光
L

が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
挙
げ
て
お
く
。

北法38(4・70)654



Vol目 XXXVlDNo.4 The Hokkaido Law Review 

THE HOKKAIDO LAW REVIEW 

Vol. XXXVIII No. 4 

SUMMARY OF CONTENTS 

The D istinction between Lois de la Relig ion 

and Lois de la Police by Jean Domat (2) 

Kozo OGAWA事

Introduction 

1. 'Lois de la Religion' and 'Lois de la Police' (Vol. 38 No. 3) 

II. An Example --Law of Contract 

Appendix 'For d巴laConscience' and 'For Exterieur' by Pothier 

Conclusion 

II. An Example --Law of Contract 

Domat divides agreements (conventions， conventiones) into four groups : 

both parties give mutually (do ut des) ， one gives and the other does (do ut faci，ω 

sive facio ut des)， both do mutually (命的 utfacias)， and lastly only one party gives 

or does. This division is derived from contractus innominati， which the jurists of 

the Middle Ages developped from D.2.14.7 and D.19.5.5. While they treated these 

contracts as special types set against the contractus nominati， Domat makes them 

general types of agreements containing even the contractus nominati. In this way 

he finds the foundation of contractual engagements in engagements of another 

party. His conception of電engagements'is very broad， and contains even matri. 

mony， kinship， municipal charges and so on， but contractual and delictual obliga. 

tions are their most typical figures. Domat's system of civil laws consists of 

persons， things，電engagements'and successions， and the 'engagements' take a 

central place in this system. The persons signify namely subjects of engagements， 

ホAssociateProfessor of Law， Faculty of Law， Hokkaido University 
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the things their objects， and the successions mean changes of subjects. This idea 

seems to be derived from the system of the Humanistic Jurisprudence in the 16th 

contury， particularly of Francois Connan or Jean Bodin， accordingly to whom 

legal materials are divided into persones， res and actiones or facta. These actiones 

or facta relate to Aristotle's synnalu穆'mataor Thomas' commutationes， and are 

classified into volutary ones (contractus) and involuntary (delicli.宜)as well as the 

concepts of Aristotle and Thomas. Domat also divides engagements into volun. 

tary and involuntary. To put it shortly， his concept of engagements in the civil 

laws has a close connection with the idea of reciprocity or commutative justice. 

This idea penetrates the whole law of contract. The buyer generally gains the 

property of wares only by payment of price. The seller can refuse to deliver the 

wares till payment. The one party can rescind the contract， when the other does 

not perform his own obligation. The donor can rescind his agreement because of 

the ingratitude of the donee. All these rules do not suppose unilateral duties， but 

bilateral duties. As 1 have already shown， Domat attributes these rules to the 

political laws， in which the civil laws are naturally involved. 

Appendix 

1 consider here the function of the distinction between 'for de la conscience' 

and 'for exterieur' by Pothier in the law of contract， particularly in the problems 

of fraud， 'lesion'， 'cause'， 'stipulation pour autrui'， 'impuissance' and oath. It is 

certain that the duties in the 'for de la conscience' are unilateral， and duties in the 

'for exterieur' bilateral or multilateral (e.g. consideration of sureness and liberty 

of trades). 

Conclusion. 

1 ascertain here that Domat and also Pothier do not confuse laws with 

morals as Vi11ey criticizes. Here we can admit a strong influence of the canonis. 

tic distinction between forum interum and forum externum. 
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